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マイナンバー法（行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）

の施行に伴い、平成 28年 1 月 1 日から、申請書にマイナンバーを原則記載し、申請書の提出時に

番号確認と本人確認を行うことが義務化されました。 

 そのため、申請書の提出時に以下の書類等が必ず必要になりますのでご注意ください。 

 マイナンバーが必要な事務については裏面§障がい者福祉の分野で個人番号（マイナンバー）の

記入が必要な手続き§をご参照ください。 

１．申請者本人が届出するとき（窓口・郵送） 

 次の①～⑤いずれかと、ア～エのいずれかを提示してください。※郵送の場合は写しを添付してください。 

番号確認に必要な書類（いずれか 1つ） 本人確認に必要な書類（いずれか 1つ） 

① 個人番号カード※ 

② 通知カード 

③ 個人番号が記載された住民票の写し 

④ 個人番号が記載された住民票記載事項 

証明書 

⑤ その他、個人番号・氏名・生年月日 

又は住所が記載されているもの 

ア 個人番号カード※ 

イ 運転免許証・パスポート・障害者手帳・在留カ

ードなどの顔写真・氏名・生年月日又は住所が

記載されているもの 

ウ 年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当

証書などを２点以上 

エ その他、氏名・生年月日又は住所が記載されてい

るもの 

※個人番号カードは 1 枚で、「番号確認」と「本人確認」が出来ます。 

※個人番号カードの取得は、任意です。 

２．本人の代理人が届出するとき（窓口・郵送） 

次の A～C いずれかと、ア～ウのいずれか、①～⑤のいずれかを提示してください。 

※郵送の場合は写しを添付してください。 

代理権の確認 

（いずれか１つ） 

代理人の本人確認に必要な書類 

（いずれか１つ） 

本人の番号確認に必要な書類 

（いずれか１つ） 

【未成年の保護者、 

成年後見人など】 

Ａ 戸籍謄本 

Ｂ 登記事項証明

書等 

【任意代理人】 

Ｃ 委任状 

ア 代理人の個人番号カード 

イ 代理人の運転免許証、パスポート、 

障害者手帳、在留カードなどの顔写 

真、氏名、生年月日又は住所が記 

載されているもの 

ウ 代理人の年金手帳、児童扶養手当証

書、特別児童扶養手当証書などを２

点以上   

 

① 本人の個人番号カード 

② 本人の通知カード 

③ 本人の個人番号が記載された

住民票の写し 

④ 本人の個人番号が記載された

住民票記載事項証明書 

⑤ その他、源泉徴収票などの本

人の個人番号、氏名、生年月

日又は住所が記載されている

もの 

※ ①～⑤のすべて写しで可 

※事業所等の方が代理で届出されるときは、上記の他 社員証や職員証 を提示していただく場合があります。 

 

【問い合わせ】ふじみ野市役所 障がい福祉課 

 〒３５６－８５０１ ふじみ野市福岡１－１－１ 

 TEL：０４９－２６２－９０３１又は９０３２ FAX：０４９－２６３－７１１９ 

マイナンバー法の施行に伴い、平成 28 年 1 月 1 日から 

各種申請時に番号確認・本人確認が必要です!! 

重要!! 



 

 

§障がい者福祉の分野で個人番号（マイナンバー）の記入が必要な手続き§ 

※提出者以外の方からの届出は「代理人からの届出」となります。 

手続き ※提出者 個人番号の記入が必要な方 
掲載 

ページ 

身体障害者手帳の交付、再交付、変更届、返還届 
・申請者 

(又は保護者) 

・手帳の交付を希望する方 

・手帳の交付を受けている方 
１ 

療育手帳の交付、再交付、変更届、返還届 
・申請者 

(又は保護者) 

・手帳の交付を希望する方 

・手帳の交付を受けている方 
２ 

精神障害者保健福祉手帳交付、再交付、変更届 
・申請者 

(又は保護者) 

・手帳の交付を希望する方 

・手帳の交付を受けている方 
２ 

特別障害者手当の支給申請受付 

（認定請求、所得状況届、資格喪失等） 

・申請者 

（受給者） 

・申請者（受給者） 

・申請者の配偶者 

・扶養義務者 

４ 

障害児福祉手当の支給申請受付 

（認定請求、所得状況届、資格喪失等） 

・申請者 

(児童の保護者) 

・児童 

・扶養義務者 
５ 

特別児童扶養手当の支給申請受付 

（認定請求、額改定、所得状況届等） 

・申請者 

（受給者） 

→生計の中心となる方 

・申請者（受給者） 

・児童 

・申請者の配偶者 

・扶養義務者 

６ 

重度心身障害者医療費の受給資格登録申請 ・申請者 ・障がい者 9 

自立支援医療（更生医療）の支給申請 

・障がい者 
・障がい者 

・障がい児と保護者 

１０ 

自立支援医療（精神通院）の支給申請 １０ 

自立支援医療（育成医療）の支給申請 ・障がい児保護者 １１ 
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日常生活用具（給付、貸与）の支給申請 
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保護者) 
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・障がい児と保護者 
１５ 

障害福祉サービス等の支給申請、変更申請等 
・障がい者 

・障がい児保護者 

・障がい者 

・障がい児と保護者 

３９～ 

地域相談支援給付費、計画相談支援給付費等の支給申請 ・障がい者 ・障がい者 

障害児通所給付費等の支給申請 ・障がい児保護者 
・保護者 

・障がい児 

障害児相談支援給付費等の支給申請 ・障がい児保護者 
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・障がい児 

地域生活支援事業の支給申請 
・障がい者 

・障がい児保護者 

・障がい者 

・障がい児と保護者 
４７～ 

§問い合わせ先§ 障がい福祉課 電話 049-262-9031 又は 9032 ・ FAX049-263-7119 



１  

手帳の交付  
 

■ 身体障害者手帳 
 手帳は、身体障害者福祉法に基づき県知事から交付されます。 

 ❐対象となる方 

  上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸・じん臓・肝臓及び免疫機能に障がいがあるため、

日常生活に制限を受けている方 

 ❐必要書類等 

①指定医師が作成した診断書（様式は市役所にあります） 

  ②認印（代理申請時必要・他サービス申請にて必要な場合あり） 

  ③個人番号が確認できる書類 

  ④身元確認できる書類 

  ⑤  受け取り時 

写真１枚（ﾀﾃ４cm×ﾖｺ３cm、上半身で帽子をかぶっていないもの） 

☆次の場合は、手続きが必要です。 

・手帳の内容変更   例：氏名、居住地等の変更 

・手帳の紛失、破損 

・手帳の再認定 

・障がいの状態に変化があったとき 

・手帳の返還     例：(1)障がいを有さなくなったとき  

             (2)本人が死亡したとき 

・マイナポータルとの連携 ※未連携の手帳のみ 

 

※手帳の受け取りは市役所（本庁）障がい福祉課の窓口で行います。 

 

《身体障害者手帳の取得について》 

◎市ではなく埼玉県にて障害認定結果の判定が行われます。 

◎障害認定結果が出るまで、おおむね２か月程度かかります。 

◎受理した診断書等で結果の判定が困難な場合、審議会で協議さ

れ、さらに時間がかかる場合があります。 

◎埼玉県から結果が届き次第、通知を郵送しますので、手帳の受

け取り（各種サービス手続き）に窓口へお越しください。 

 

 

 

身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

※市民総合窓口課は原則申請のみ受付可 

申請・相談窓口 
 



２  

■ 療育手帳 
 手帳は、療育手帳制度要綱等に基づき県知事から交付されます。 

 ❐対象となる方 

  児童相談所又は埼玉県総合リハビリテ－ションセンターで、 

知的障がいと判定された方 

 ❐必要書類等 

  ①認印（代理申請時必要・他サービス申請にて必要な場合あり） 

  ②母子健康手帳・受診状況等、参考になるものをお持ちください 

  ③  受け取り時 

写真１枚（ﾀﾃ４cm×ﾖｺ３cm、上半身で帽子をかぶっていないもの） 

☆次の場合は、手続きが必要です。 

・手帳の内容変更   例：氏名、居住地等の変更 

・手帳の紛失、破損 

・手帳の再認定 

・障がいの状態に変化があったとき 

・手帳の返還     例：(1)障がいを有さなくなったとき  

             (2)本人が死亡したとき 

・マイナポータルとの連携 ※未連携の手帳のみ 

※手帳の申請・受け取りは、障がい福祉課（本庁）の窓口で行います。  

 

 

 

 

 

■ 精神障害者保健福祉手帳 
 手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき県知

事から交付されます。 

 ❐対象となる方 

  精神疾患を有する方のうち、精神障害や疾患のため長期にわた

り日常生活又は社会生活への制約がある方 

 ❐必要書類等 

①  診断書（初診日から６か月以上経過した時点のもの）又は 

精神障害を事由とする障害年金、もしくは特別障害給付金を

証する種類の写し 

（年金証書・年金裁定通知書・直近の振込み（支払）通知書等） 

  ②認印 

③個人番号が確認できる書類 

  ④身元確認できる書類 

⑤  受け取り時 

写真１枚（ﾀﾃ４cm×ﾖｺ３cm、上半身で帽子をかぶっていないもの） 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

知的 

精神 

申請・相談窓口 
 



３  

 

※手帳には有効期限があるため、更新の手続きが必要です。 

※自立支援医療（精神通院医療）と同時申請が可能です。 

※手帳の受け取りは原則、市役所障がい福祉課の窓口で行いますが、

手続きの内容により市民総合窓口課での受取りも可能です。 

 

☆次の事項が生じた場合、手続きが必要です。 

①手帳の内容変更 (1)氏名、居住地の変更 

         (2)手帳の紛失、破損 

         (3)再認定が必要になったとき 

         (4)障がいの状態に変化があったとき 

②手帳の返還   (1)障がいを有しなくなったとき  

         (2)本人が死亡したとき  

         (3)県外へ転出するとき 

 

 

 

 

 

 

 

【診断書料の助成】  
 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請をされた方

に対して、手帳用診断書に要した費用の一部を助成します。 

❐対象となる方 

 市民税非課税世帯に属する方（１月から６月に申請された場合

は前々年、７月～１２月に申請の場合は前年の課税状況で判断

します） 

❐助成額 診断書１件当たり５，０００円を限度として助成 

❐必要書類等 診断書料の領収書（原本 ※原本の返却を希望さ

れる場合は原本とコピーの両方）、認印、振込先

がわかるもの 

 
※申請期間は手帳交付申請を行った日の属する年度の末日まで。  
 

 

 

 

精神 身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

※市民総合窓口課は原則申請のみ受付可 

申請・相談窓口 
 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

※市民総合窓口課は原則申請のみ受付可 

申請・相談窓口 
 

 



４  

手当・年金など 
 

■ 在宅重度心身障害者手当 
❐対象となる方 

本人の市町村民税が非課税で下記のいずれかに該当する方 

①  身体障害者手帳の１級・２級の方 

②  療育手帳の○Ａ ・Ａの方 

③  精神障害者保健福祉手帳の１級の方 

※特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当を

受給している方、施設に入所している方、６５歳以上で新たに手

帳を取得した方は対象となりません。 

❐手当の額 月額５，０００円 

 ❐手当の支払 ６か月分まとめて９月・３月に支給します。 

❐申請に必要なもの 認印、振込先（本人名義）がわかるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 特別障害者手当 
 ❐対象となる方 

  ２０歳以上で重度の障がいがあり、日常生活において常時特別

の介護を要する状態にある方 

※施設に入所している方や病院に継続して３か月以上入院している

方は受給できません。 

※所得に応じて支給の制限があります。 

 ❐手当の額 月額 ２９，５９０円（令和７年４月現在） 

  手当は３か月分まとめて２・５・８・１１月に支払われます 

 

 

 

精神 知的 身体 

精神 知的 身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

※市民総合窓口課は原則申請のみ受付可 

申請・相談窓口 
 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

申請・相談窓口 
 



５  

 

■ 障害児福祉手当 
 ❐対象となる方 

  ２０歳未満で下記のいずれかに該当する方 

①  身体障害者手帳の１級の一部及び２級の一部の方 

②療育手帳の ○Ａ 相当の方  

③精神障がい・血液疾患・肝臓疾患等で上記と同等の障がいを

有する方 

※障がいを支給事由とする年金を受給している方や施設に入所して

いる方は受給できません。 

※扶養義務者などの所得に応じて支給の制限があります。 

 ❐手当の額 月額 １６，１００円（令和７年４月現在）  

  手当は３か月分まとめて２・５・８・１１月に支払われます 

 

 

 

 

 

■ 児童扶養手当 
 ❐対象となる方 

離婚、死亡等の理由で父又は母と生計を同じくしていないか、

父又は母に一定の障がいがあり、児童を育てている方 

※老齢福祉年金以外の公的年金を受ける資格がある方は対象となる

可能性があります。 

※所得状況や対象となる児童の人数により支給の制限があります。 

 ❐手当の額 （令和７年４月現在） 

   児童１人の場合 

全額支給→月額４６，６９０円 

       一部支給→月額４６，６８０円～１１，０１０円 

   児童２人目以降加算額→最大 月額１１，０３０円 (所得に応じて) 

※手当は奇数月（１・３・５・７・９・１１月）に、各月の前２か

月分が支払われます。 

精神 知的 身体 

精神 知的 身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

申請・相談窓口 
 

◎市役所（本庁）子育て支援課  ＴＥＬ ２６２－９０４１ 

申請・相談窓口 
 



６  

■ 特別児童扶養手当 
❐対象となる方 

２０歳未満の下記に該当する方を養育している保護者  

①  おおむね身体障害者手帳１級～３級程度の方（下肢障害及び聴覚障害

については４級の一部を含む） 

②  おおむね療育手帳の○Ａ・Ａ・Ｂの方 

③  上記と同程度以上で日常生活が著しく制限される程度の方 

※手帳の交付を受けている場合、診断書を省略できる場合があります。  

※子どもが障がいを支給事由とする年金を受給している、児童福祉施設等に入

所しているなど、一部受給できない場合があります。 

※保護者の所得に応じて支給の制限があります。  

 ❐ 手当の額 こども（令和７年４月現在） 

１級（重度障害） 月額 ５６，８００円 

２級（中度障害） 月額 ３７，８３０円 

※手当は４か月分まとめて４・８・１１月に支払われます。  

 

 

 

 

 

■ 心身障害者扶養共済 
障がいのある方の保護者が、毎月掛金を納めることによって、保護者が

死亡又は著しい障がいになった場合、障がいのある方に終身一定額の年金

を支給するものです。 

  ❐ 加入できる方 

   障がいのある方の保護者で、加入時に次の条件を満たす方  

①  県内に住所のある方 

②  ４月１日時点で６５歳未満の方 

③  特別の疾病又は障がいを持たない健康な方  

④  障がいのある方が次のいずれかに該当すること 

ａ知的障害 

ｂ身体障害者手帳１級から３級 

ｃ精神又は身体の障害の程度が上記と同程度と認められる方  

  ❐ 掛金の額 

加入者(保護者 )の年齢により１口あたり月額９，３００円～２３，３

００円（令和７年４月現在）に区分され、２口まで加入できます。  

※条件により掛金の減免が有ります。 

  ❐ 年金の額 

   １口：月額２０，０００円／２口：月額４０，０００円  

※障がいのある方が保護者より先に死亡した場合は、弔慰金が支給されます。 

 

 

 

精神 知的 身体 

身体 精神 知的 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

申請・相談窓口 
 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

申請・相談窓口 
 



７  

 

■ 障害基礎年金 
 ❐ 対象となる方 

次の１から３のすべての要件を満たしているときは、障害基

礎年金が支給されます。 

①  障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれか

の間にあること。 

・国民年金加入期間 

・２０歳前又は日本国内に住んでいる６０歳以上６５歳未満

で年金制度に加入していない期間 

②  障がいの状態が、障害認定日（障害認定日以後に２０歳に達

したときは、２０歳に達した日）に、障害等級表に定める１

級又は２級に該当していること。 

③  初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期

間で、国民年金の保険料納付済期間（厚生年金保険の被保険

者期間、共済組合の組合期間を含む）と保険料免除期間をあ

わせた期間が３分の２以上あること。 

❐ 請求時期 

   障がいの状態に該当した時期に応じ、次の２つの請求方法が

あります。 

①障害認定日による請求 

障害認定日に法令に定める障がいの状態にあるときは、障

害認定日の翌月分から（障害認定日以後に２０歳に達したと

きは、２０歳に達した日の翌月分から）年金を受給できます。

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、

遡及して受けられる年金は、時効により、５年分が限度です。 

②事後重症による請求 

障害認定日に法令の定める障がいの状態に該当しなかった

方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障がいの状態に

なったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ただし、請求書は６５歳の誕生日の前々日までに提出する必

要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

精神 知的 身体 

◎市役所(本庁）保険・年金課   ＴＥＬ ２６２－９０２０ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

知的 身体 精神 知的 身体 

申請・相談窓口 
 



８  

 

■ 障害厚生年金、障害共済年金など 
   厚生年金・共済年金被保険者期間中初診日のある病気やケガ

で、初診日から１年６か月過ぎた日、あるいは初診日から１年

６か月までに治った日において、一定の障がいの状況にあると

きに受けられます。 

   ただし、初診日前に保険料を納めた期間（保険料を免除され

た期間を含む）が加入期間の３分の２以上あることが必要です

（障害基礎年金が受けられるとき）。 

   なお、上記の日に一定の障がいの状態にない場合でも、その

後その障がいが重くなり、６５歳になるまでの間に一定の障が

いの状態になった時にも請求ができます。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

■ 難病患者見舞金 
❐ 対象となる方 

保健所が交付する「特定疾患医療受給者証」「指定難病医療受

給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」「指定疾患医療受給

者証」「県単独指定難病医療受給者証」のいずれかの交付を受け

ている方 

❐ 見舞金の額  月額１,５００円で毎年３月にまとめて支給 

＊毎年１０月～１２月に現況届の提出が必要です。 

❐ 必要書類等  受給者証、本人名義の振込口座番号がわかるもの 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神 知的 身体 

【障害厚生年金】 

川越年金事務所（代表） ＴＥＬ０４９－２４２－２６５７ 

ＦＡＸ０４９－２４５－８９１９ 

【障害共済年金】各種共済組合 

難病 

各年金・手当等は、担当の窓口へ事前に確認を

してから申請を行うようにしてください。 

申請・相談窓口 
 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

申請・相談窓口 
 



９  

医療・保健  

■ 重度心身障害者医療費の支給 
重度の障がいのある方に対し、病院などの保険診療でかかった

医療費の一部を支給する制度です。 

❐ 対象となる方 

６５歳未満で①～③の手帳等を取得し、健康保険に加入してお 

り市内に住所を有する方で次のいずれかに該当する方 

①  身体障害者手帳の１級・２級・３級の方 

②  療育手帳の ○Ａ ・Ａ・Ｂの方 

③  精神障害者保健福祉手帳１級（精神病床の入院を除く） 

④  次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度の障害認定を受

けた方（ただし６５歳未満で手帳の交付を受けた方又は障害

基礎年金証書の受給権を取得した方に限る） 
・身体障害者手帳４級の一部（音声機能又は言語機能の障害及び下肢障

害の１、３又は４号の方） 

・精神障害者保健福祉手帳２級の方 

・障害基礎年金証書１級・２級の方 

※平成２７年１月１日以降に６５歳以上で、上記①～③に該当となっ

た方は対象となりません。 

※生活保護を受けている方は対象となりません。  

※所得制限があります。 

❐所得制限について 
本人の所得が一定額を超える場合は、医療費支給を受けられません。 

１月から９月に申請の手続きをとられた場合は前々年所得、１０月から

１２月の場合は前年所得で審査します。 

❐ 内容 

保険診療による一部負担金を支給します ※入院時の食事代等は除く。 
※健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費を除いた額と

します。 

❐ 必要な書類等 

障害者手帳（④の障害年金証書で障害認定を受けた方は年金

証書）・加入している医療保険がわかるもの・印鑑・本人名義

の預貯金通帳・個人番号カード関係（詳細は、ガイドブック

の「＊マイナンバー法の施行に伴う、お知らせ」を確認して

ください。） 

☆重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けてください。 
 

 

 
 

精神 知的 身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

申請・相談窓口 
 



１０  

■ 更生医療(自立支援医療)の給付  

障がいの軽減や機能回復のための医療等に要する医療費の一部

を助成する制度です。 

 ❐ 対象となる方 

身体障害者手帳を交付された１８歳以上の方で、更生相談所に

おいて必要と認められた方 

❐ 内容 

指定医療機関による診療・治療・手術が対象です（人工透析、

じん移植手術、心臓手術、関節形成手術など）。 

 ❐ 自己負担 

医療費の１割（所得等に応じた月額負担上限額の設定あり） 
 

 

 

 

 

 

■ 育成医療(自立支援医療)の給付 
身体に障がい又は疾患のある児童に対し、手術などの治療によ

りその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認

められた場合に、その治療に要する医療費の一部を助成する制度

です。 

 ❐ 対象となる方 

   １８歳未満の身体に障がい又は疾患のある児童で、手術など

の治療によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるよ

うになると認められた方 

 ❐ 内容  

指定医療機関による診察・治療・手術が対象です。 

 ❐ 自己負担  

医療費の１割（所得等に応じた月額負担上限額の設定あり） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 



１１  

 

■ 精神通院医療(自立支援医療)の給付 
  精神に障がいのある方が精神疾患の治療を受ける場合、国又は

都道府県が指定する医療機関で受ける継続的な通院等の医療費の

一部を助成する制度です。 

 ❐ 対象となる方 

精神疾患であって、通院で治療を受けている方 

 ❐ 内容  

指定医療機関に入院しないで行われる診察・治療等（通院医

療）が対象です。 

 ❐ 自己負担  

医療費の１割（所得等に応じた月額負担上限額の設定あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

申請・相談窓口 
 

 



１２  

❐月額負担上限額（更生・育成・精神通院医療）❐ 
 

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医

療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。  

 

各自立支援医療では、同じ医療保険に加入している家族を同一の「世帯」と

し、所得により月額負担上限額を設定します。 

 

 

☆令和７年７月から「80 万 9 千円」になります。  

 

※「重度かつ継続（該当）」とは、「高度治療継続者」ともいわれ、

「自立支援医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続

しなければならない者として定められた方」のことを指します。  

 

※「育成医療」の上限額について、市民税所得割が２３万５千円未満

の世帯でかつ重度かつ継続が非該当の世帯は、令和９年３月３１日

までは、区分Ｃ１又はＣ２の高度治療継続者（重度かつ継続  該当

の者）と同じ金額となります。  

 

 

 

 

区分  対象となる人（世帯）の所得  上限額（月額） 

Ａ  生活保護世帯  ０円  

Ｂ１  非
課
税
世
帯 

障がい者本人  又は  保護者の年収が  

８０万円（☆）以下の方・世帯    
２，５００円  

Ｂ２  障がい者本人  又は  保護者の年収が  

８０万円（☆）を超えるの方・世帯  
５，０００円  

Ｃ１  

課
税
世
帯 

市民税所得割額が３万３千円未満  
重度かつ継続  

該当  
５，０００円  

Ｃ２  
市民税所得割が  

３万３千円以上２３万５千円未満  
重度かつ継続  

該当  
１０，０００円  

Ｃ１
Ｃ２  

市民税所得割が２３万５千円未満  
重度かつ継続  

非該当  
負担上限額なし  

Ｄ  市民税所得割額が２３万５千円以上  
重度かつ継続  

該当  
２０，０００円  

対象外  市民税所得割額が２３万５千円以上  
重度かつ継続  

非該当  
対象外  

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 



１３  

 

■ 歯科診療 
 一般歯科診療所において診療困難な方を専門歯科診療所にて診療

しています。 

 ❐ 対象となる方 

①  身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方 

②  上記と同様の障がいのある方 

 ❐ 内容 次の施設において歯科診療を受けることができます。 

   埼 玉 県 総 合リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー（上尾市 ℡０４８－７８１－２２２２） 

   あさか向陽園 （朝霞市 ℡０４８－４６６－１４１１） 

   嵐山郷    （嵐山町 ℡０４９３－６２－６２２１） 

   皆光園    （深谷市 ℡０４８－５７３－２０２１） 

   そうか光生園 （草加市 ℡０４８－９３６－５０８８） 

   埼 玉 県 歯 科 医 師 会 口 腔 保 健 セ ン タ ー（さ い た ま 市 ℡０４８－８３５－３２１０） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的 身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 
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１４  

日常生活の支援  

 

■ 補装具費の支給 

☆補装具の購入等は、必ず事前に障がい福祉課にご相談ください。

申請前に購入等してしまったものについては費用の支給ができま

せん。また、介護保険制度と重なる補装具(車いす等)については、

原則として介護保険制度が優先されます。 

身体に障がいのある方に、その障がいを補うための用具（補装具）

の購入、修理等に係る費用の一部を支給しています。 

 ❐ 補装具の種類 

視覚障害者安全つえ・眼鏡・義眼・補聴器・義肢・装具・車い

す・電動車いす・座位保持装置・歩行器・歩行補助つえ等 

❐ 対象となる方 

①補装具費の支給に該当する障害部位の認定を受けている方 

②政令で定めている難病等の障がいのある方及び関節リウマ 

チがある方 

 ❐ 手続き等 

   市に申請後、更生相談所（県）の判定により認められた補装具

の購入、修理等の費用の一部が支給されます。 

❐ 費用  費用の１割 

「❐対象となる方」の年齢により納税者の範囲が異なります。  

対象となる方が ・１８歳以上：補装具を申請する本人及びその配偶者 

・１８歳未満：保護者 

※市民税所得割額に応じた月額負担上限額があります。  

※対象となる方が１８歳以上でかつ、最多納税者の市民税所得割額が４６万円

以上の場合は支給対象となりません。 

※詳細については障がい福祉課へお問い合わせください。 

❐補装具費の月額負担上限額❐ 

  

 

 

区分  対象となる人  上限額（月額）  
生活保護  

世帯  
生活保護世帯の人  ０円  

（自己負担なし） 低所得  市民税非課税世帯  

一般  市民税課税世帯  １８，６００円  

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 



１５  

 

■ 日常生活用具の給付、貸与 

☆日常生活用具の購入等は、必ず事前に障がい福祉課にご相談ください。 

申請前に購入等してしまったものについては費用の支給ができません。 

また、介護保険制度と重なる用具 (特殊寝台・入浴補助具等 )については、 

原則として介護保険制度が優先されます。  

 在宅で生活している障がいのある方等に、日常生活の便宜を図り

社会参加や自立を促すための日常生活用具の購入費用の一部を給付

しています。 

 ❐ 用具の種類 ※別表を参照 

❐ 対象となる方（本人） 

①日常生活用具購入費の支給に該当する障害部位の認定を 

受けている方 

②難病等の障がいのある方及び関節リウマチがある方 

③小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方 

❐ 費用  費用の１割 

「❐対象となる方」の年齢により「納税者の範囲」となる方が異なります。 

対象となる方が ・１８歳以上：本人及びその配偶者  

・１８歳未満：保護者 

※市民税所得割額に応じた月額負担上限額があります。  

※最多納税者の市民税所得割額が４６万円以上の場合、支給対象となりません。

※詳細については障がい福祉課へお問い合わせください。 

 

❐日常生活用具購入費の月額負担上限額❐ 

 

 

 

 

 

区分  対象となる人  上限額（月額） 

生活保護

世帯  
生活保護世帯の人   

０円  

（自己負担

なし）  低所得  

非
課
税 世

帯 

市民税非課税世帯  

一般  

軽減  
課
税
世
帯 

上記「❐  費用」欄の「納税者の範囲」と

なる方の所得割額の合計が１６万円未満  
９，３００円  

一般  
上記「❐  費用」欄の「納税者の範囲」と

なる方の所得割額の合計が１６万円以上  
１８，６００円  

身体 知的 難病 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 



１６  

❐日常生活用具の種類❐ 
種目 品   目 対   象 

 

介
護
・
訓
練
支
援
用
具 

特殊寝台  
 
 

支
給
に
つ
い
て
、
障
が
い
の
部
位
別
等
級
要
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
品
目
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

下肢機能、体幹機能障害 

特殊マット 下肢機能、体幹機能障害 

特殊尿器 下肢機能、体幹機能障害 

入浴担架 下肢機能、体幹機能障害 

体位変換器 下肢機能、体幹機能障害 

移動用リフト 下肢機能、体幹機能障害 

訓練いす（児童のみ） 下肢機能、体幹機能障害 

訓練用ベッド（児童のみ） 下肢機能、体幹機能障害 

 

在
宅
療
養
等
支
援
用
具 

透析液加温器 腎臓機能障害 

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能障害 

電気式たん吸引器 呼吸器機能障害 

酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法を行っている方 

視覚障害者用体温計（音声式） 視覚障害 

視覚障害者用血圧計 視覚障害 

視覚障害者用体重計 視覚障害 

動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキ

シメーター） 呼吸器機能障害 

人工呼吸器用自家発電機、 

外部バッテリー、ポータブル電源 
在宅で常時人工呼吸器を 

使用している方 

 
 
 
 
 
 

自
立
生
活
支
援
用
具 

入浴補助用具 下肢機能、体幹機能障害 

便  器 下肢機能、体幹機能障害 

頭部保護帽 知的障害 

Ｔ字状・棒状のつえ 肢体不自由 

移動・移乗支援用具 平衡機能、下肢、体幹機能障害 

特殊便器 上肢機能、知的障害 

火災警報器 身体障害、知的障害 

自動消火器 身体障害、知的障害 

電磁調理器 視覚障害、知的障害 

歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害 

聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害 

視覚障害者用誘導装置 視覚障害 

携帯用信号装置 聴覚障害 

トイレチェアー 座位が困難な方 

車いす用段差昇降機 常時車いすを使用している方 

 



１７  

 ※ 1 情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピュ 

ータ周辺機器やアプリケーション等をいう。 

※ 2 医療保険等による給付を受けることができる物品を除く。 

 

種

目 
品   目 対   象 

情

報

・

意

思

疎

通

支

援

用

具 

携帯用会話補助装置  
 
 

支
給
に
つ
い
て
、
障
が
い
の
部
位
別
等
級
要
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
品
目
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

音声・言語機能障害、肢体不自由 

情報・通信支援用具 ※1 視覚障害、肢体不自由 

点字ディスプレイ 視覚障害等 

点字器 視覚障害等 

点字タイプライター 視覚障害 

視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害 

視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害 

視覚障害者用拡大読書器 視覚障害 

視覚障害者用時計（音声・触読） 視覚障害 

聴覚障害者用通信装置 聴覚障害 

聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害 

人工喉頭     ※2 音声・言語機能障害 

福祉電話（貸与） 難聴、身体障害 

点字図書 視覚障害等 

文字放送ラジオ 聴覚障害 

視覚障害者用地デジ対応ラジオ 視覚障害 

排

泄

管

理

支

援

用

具 

ｽﾄｰﾏ装具（ｽﾄｰﾏ用品、洗腸用具） ぼうこう、直腸又は小腸機能障害 

紙おむつ等（紙おむつ、ガーゼ等の

衛生用品） 
脳原性運動機能障害かつ意思表示

困難 

収尿器 下肢、体幹又はぼうこう機能障害 

住

宅

改

修

費 

居宅生活動作補助用具（大規模な改

修を伴うものは除く） 
下肢機能、体幹機能障害 



１８  

【難病患者等日常生活用具の種類】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品   目 対   象 

特殊マット 寝たきり状態の方 

特殊寝台 寝たきり状態の方 

特殊尿器 自力で排尿できない方 

特殊便器 上肢機能に障がいのある方 

便器 常時介護を要する方 

体位変換器 寝たきり状態の方 

入浴補助用具 入浴に介助を要する方 

歩行支援用具 下肢が不自由な方 

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある方 

ネブライザー 呼吸器機能に障がいのある方 

人工呼吸器用自家発電機、 

外部バッテリー、ポータブル電源 

在宅で常時人工呼吸器を 

使用している方 

移動用リフト 下肢又は体幹機能に障がいのある方 

居宅生活動作補助用具 下肢又は体幹機能に障がいのある方 

訓練用ベッド 下肢又は体幹機能に障がいのある方 

自動消火器 火災発生の感知や避難が困難な方 

動脈血中酸素飽和度測定器  

（パルスオキシメーター）  

人工呼吸器の装着が必要な

方 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 



１９  

 

■ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具 
在宅で生活している小児慢性特定疾病医療を受給されている方に、

日常生活用具の購入費用の一部を給付しています。 

 ❐ 用具の種類 ※下表を参照 

❐ 対象となる方 

小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方 

❐ 費用  所得等に応じた月額負担額の設定があります。 

 

【小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の種類】 

品   目 対   象 

特殊マット 寝たきり状態の方 

特殊寝台 寝たきり状態の方 

特殊尿器 自力で排尿できない方 

特殊便器 上肢機能に障がいのある方 

便器 常時介護を要する方 

体位変換器 寝たきり状態の方 

頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する方 

入浴補助用具 入浴に介助を有する方 

車いす 下肢が不自由な方 

歩行支援用具 下肢が不自由な方 

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある方 

ネブライザー 呼吸器機能に障がいのある方 

動脈血中酸素飽和度測定器  

（パルスオキシメーター）  
人工呼吸器の装着が必要な方 

クールベスト 体温調節が著しく困難な方 

紫外線カットクリーム 
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや

神経障害を起こすことがある方 

ストーマ装具（消化器系） 人工肛門を造設した者 

ストーマ装具（尿路系） 人工膀胱を造設した者 

人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 

チューブ型包帯 

皮膚疾患群にり患しており、軽微な外力により水

疱又はびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがあ

る方 

難病 



２０  

 

■ 重度身体障害者居宅改善整備費の補助 
身体に重度の障がいのある方が、日常生活を容易にするために居

宅を改善する場合、その一部を補助します。 

 ❐ 対象となる方  ※①と②に該当することが必要です。 

①  下肢又は体幹機能障害で身体障害者手帳の交付を受けてい

て、その等級が１級・２級の方 

②  重度障がい者の日常生活を容易にするため居室、浴室等の

居宅の一部を障がいに応じて改造する必要があると認めら

れる方 

※介護保険､日常生活用具給付等事業の住宅改修の対象となる方は

対象外です。 

 ❐ 補助の額 

  居宅等の改善に要した費用の３分の２以内で、２４万円を限度

に補助します。ただし、生活保護世帯の方は、３６万円を限度に

全額公費負担します。 

※所得に応じた支給の制限があります。  

 

 

 

 

 

 

 

■ 紙おむつの給付 
在宅の心身障がい児（者）で常時紙おむつ等を使用している場合、  

毎月紙おむつ等を給付しています。 

❐ 対象となる方 

  身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている満３歳

以上、６５歳未満の方で常時紙おむつ等を使用している方 

❐ 給付内容  

市が指定した紙おむつ等について１か月あたり合計８０枚を

限度に現物給付します。 

※入院又は施設等に入所されている方、生活保護を受けている方は

対象となりません。 

 
 

 

 

 

 

身体 

身体 知的 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 
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２１  

 

■ ファクシミリ等基本料金助成 
 聴覚又は音声・言語機能障がい者が設置するファクシミリ又は福

祉電話に対して、基本料金の一部を助成します。 

 ❐ 対象となる方  

聴覚又は音声・言語機能障害３級以上の方 

 ❐ 内容 

 ファクシミリ等の基本料金の２分の１を助成します。 

４月から９月までの分を１０月に、１０月から３月までの分

を３月に支給します 
 

  

 

 

 

 

 

■ 緊急時連絡システム事業 
急病などで助けを必要とする時に簡単な操作で消防署に通報でき

る機器を無償で貸与します。 

 ❐ 対象となる方 ※電話回線を所有している必要があります。 

   身体障害者手帳１級～３級の方もしくは聴覚障害や音声・言

語機能障害で手帳の交付を受けている方のうち次のどちらかに

該当する方 

  ◇ひとり暮らしの方 

  ◇家族が仕事等で不在になり、長時間ひとりになってしまう方 

❐ 内容 

   自宅に設置し、緊急時に発信機を押すだけで直接消防署に通

報が入る特別な機器を市で無償貸与するものです。 

※機器等の設置に要する費用及び機器使用料は市が負担し、通話料

その他の費用については自己負担となります。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

身体 

◎市役所（本庁）高齢福祉課   ＴＥＬ ２６２－９０３８ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

※市民総合窓口課は申請のみ受付 

身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

申請・相談窓口 
 

申請・相談窓口 
 



２２  

 

■ 県営住宅の申込み 
年４回（１月､４月、７月、１０月）募集を行います。申込みは郵

送で、募集期間は募集月の１日から２１日までです（２１日の消印

有効）。公開抽選により当選者を決定します。 

 ❐ 対象となる方 

①  身体障がい者：１～４級の身体障害者手帳の交付を受けている方 

②  知 的 障 が い 者：○Ａ ・Ａ・Ｂの療育手帳の交付を受けている方 

③  精 神 障 が い 者：１・２級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている方 

   （上記障害者手帳の交付を受けている方のいる世帯等が対象） 

※申し込みに関する資料は市役所でも配布しています。 

 
 

 

 
 

■ 軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費の助成 

※事前にご相談ください。申請前に購入してしまったものについて

は購入費及び修理費の支給ができません。 

 身体障害者手帳の交付対象にならない、軽度・中等度の難聴児に

対し、補聴器の購入費及び制度利用購入の補聴器の修理費の一部を

助成します。 

❐ 対象となる方 

市内に住所のある１８歳未満の方で①及び②に当てはまる方 

①片耳又は両耳の聴力レベルが２５デシベル以上で、身体障害 

者手帳の交付の対象とならない方 

②身体障害者福祉法第１５条に指定された医師が、補聴器の 

着用により言語の習得等の一定の効果が期待できると判断 

された方 

※労働者災害補償保険法、その他の法令により、補聴器の購入費の

助成を受けている場合は対象となりません。 

❐ 助成額   

  補聴器購入費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する費用の

３分の２（助成限度額があります） 

 

 

 

 

◎埼玉県住宅供給公社 公営住宅部 県営住宅課 

ＴＥＬ０４８－８２９－２８７５ 

身体 知的 精神 

申請・相談窓口 
 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 



２３  

社会参加の支援  

 

■ 福祉タクシー利用料金の助成 
重度の障がいがある方の社会生活圏の拡大及び経済的負担の軽減

を図り、その福祉を増進することを目的として福祉タクシー利用券

を交付しています。 

 ❐ 対象となる方 

①  身体障害者手帳の１級・２級の方 

②  療育手帳のⒶ・Ａの方 

③  精神障害者保健福祉手帳１級の方 

※自動車燃料費の助成を受けている方は対象となりません。また、

年度途中で自動車燃料費の助成に変更することはできません。 

※お出かけサポートタクシー事業を利用する時に、本サービスの

タクシー利用券は併用できません。 

 ❐ 内容 

   手帳の受け取り時期を基準に１か月あたり４枚を交付します。 

   埼玉県又はふじみ野市と協定を結んでいる事業者のタクシー

を利用する場合、本人１回の乗車につき福祉タクシー利用券１

枚を使うことができ、初乗運賃相当額が助成されます。 

   なお、乗車料金又は障害者手帳による割引後の乗車料金が初

乗運賃相当額の２倍以上の額になる場合は、２枚まで使用でき

ます。 

   例）市内タクシーを利用し、乗車料金が 2,000 円の場合 

     2,000 円×0.9【手帳割引】－500 円×2 枚【福祉タクシー利用券】＝800 円(支払金額)  

      

  ❐ 利用登録(以下のいずれかにより申請) 

  ①郵送申請(申請書を窓口又はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから取得して申請) 

  ②窓口申請(障害者手帳を持参して、下記の窓口で申請) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

身体 知的 精神 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

申請・相談窓口 
 



２４  

■ お出かけサポートタクシー事業  

 

 障がい者・難病患者などが専用ダイヤルを通じて乗降する場合に、タクシ

ー運賃の一部を助成する制度です。身体障害者手帳又は療育手帳の提示によ

る１０％割引は併用できますが、福祉タクシー券との併用はできません。 

❐ 対象となる方及び利用者登録の申請に必要なもの 

対象者 申請に必要なもの 

・身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている方 

障害者手帳 

・難病指定の受給者証の交付

を受けている方 

指定疾患医療受給者証、指定難病医療

受給者証、小児慢性特定疾病医療受給

者証など対象疾患に罹患していること

が分かるもの 

・６５歳以上の方 運転免許証など生年月日が分かるもの 

・要支援・要介護の認定を受

けている方 
介護保険証 

・妊娠中の方 母子健康手帳又は親子健康手帳 

・小学校就学前のお子さん － 

※小学校就学前のお子さんだけで乗車はできません（保護者の同伴が必要）。 

※１人での乗降が難しい方は、介助者も同乗できます。 

❐ 運行範囲 ふじみ野市、富士見市、三芳町全域 

※乗車地又は降車地のどちらかがふじみ野市であること。 

❐ 運行時間 年末年始を除く毎日、午前８時３０分から午後５時まで 

❐ 利用方法 利用できるタクシー会社に直接電話をしてください 

※利用される方は、事前の利用者登録申請が必要です。 

※配車代４００円がかかります。 

❐ 利用料金 タクシー運賃の半額（助成上限額：８００円／１回） 

❐ 利用回数 年度内２４回まで 

❐ 登録申請 利用登録申請書を市役所に提出してください 

※登録された人には利用登録証を郵送します（利用登

録証はタクシー乗車時に必要です）。 

難病 身体 知的 精神 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

◎出張所            ＴＥＬ ２６１－０３５３ 

申請・相談窓口 
 



２５  

 

■ 自動車燃料費の助成 
重度の障がいがある方の社会参加を支援するため、障がい者の日

常生活(通院・通所・通学等)に使用する自動車の燃料費の一部を助

成します(令和６年度から制度内容の一部を変更しました)。 

❐ 対象となる方  

①～③のいずれかの手帳交付を受けている方で、障がい者又

は障がい者と同一の敷地内に居住する者が、自動車検査証上の

「使用者」とされた自動車を使用する場合 

  ①身体障害者手帳の１級・２級の方 

  ②療育手帳Ⓐ・Ａの方 

  ③精神障害者保健福祉手帳１級の方 

※ただし、以下に当てはまる場合は対象となりません。 

・障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム、

養護老人ホーム等に入所している方 

・福祉タクシー利用料金の助成を受けている方(年度途中での

切替えはできません) 

・運転者が障がい者と同一の敷地内に居住していない方 

❐ 登録申請 

次の持ち物を持参又は郵送し、下記窓口にて申請 

①身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(の写し)  

②自動車検査証(の写し) 

※業務用・法人所有・レンタカー等は対象外です 

③運転者の運転免許証(の写し) 

④本人名義の通帳(の写し) 

⑤対象者・使用者・運転者の名前のハンコ(同意書への押印) 

❐ 助成金額 

   年額１８，０００円（資格のある月数×１，５００円を支給） 

❐ 現況届 

毎年２月頃に現況届を提出することで、３月末にその年度分

の助成金を支給します。なお、期限までに現況届の提出が    

なかった場合、その年度の助成金は支給されません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

身体 知的 精神 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

申請・相談窓口 
 



２６  

 

■ 駐車禁止適用除外 
一定の障がいがある方などに「駐車禁止規制除外標章」が交付

されます。原則、全国で有効ですが、一部除外基準が異なる場合

があります。使用される自治体の警察本部にお問い合わせの上ご

使用ください。 
 

❐ 対象となる方 ※営業車及び営利目的での使用はできません。 

 

 

 

障がいの区分 障がいの級別 

視覚障害 
１級～３級までの各級・４級の１ 
（４級のうち視力の良い方の眼の視力が

0.08 以上 0.1 以下のもの） 

聴覚障害 ２級・３級 

平衡機能障害 ３級 

上肢不自由 

１級・２級の１及び２級の２ 

（１：両上肢に著しい障害がある方 

 ２：両上肢の全ての指を欠く方） 

下肢不自由 １級～４級までの各級 

体幹不自由 １級～３級までの各級 

乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による

運動機能障害 

上肢機能 
１級・２級 

(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 

移動機能 １級から４級までの各級 

心臓機能障害 

１級・３級 

じん臓機能障害 

呼吸器機能障害 

ぼうこう又は直腸の機能障害 

小腸機能障害 

肝臓機能障害 

１級～３級までの各級 ヒト免疫不全ウイルスによる 

免疫機能障害 

知的障害 ○Ａ又はＡ 

精神障害 １級 

小児慢性児特定疾患児手帳(色

素性乾皮症に限る)の交付を受

けている方 

 

◎東入間警察署・交通課   ＴＥＬ２６９－０１１０ 

ＦＡＸ２６６－０１１０ 

身体 知的 精神 難病 

申請・相談窓口 
 



２７  

■ 自動車改造費補助事業 

☆自動車の改造前に、必ず障がい福祉課にご相談ください。 

申請前の改造については費用の補助ができません。 

❐ 内容 

障がいのある方が就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動

車の操行装置を設置するための改造等をするために必要な経費

を補助しています。 

なお、過去３年間にこの補助事業の補助を受けた方は、原則と

して補助を受けることができません。 

❐ 対象となる方 

障害者手帳を交付されており、就労等のために運転免許に記載

された条件に沿って自動車を改造する必要がある方で、一定所得

以下の方 

❐ 補助額 

補助対象経費（改造に要した費用）のうち、１０万円を限度 
 

 

 

 

 

 

■ 自動車運転の無料訓練 
 

１８歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方が、自動車 

運転免許を取得して就職をしようとする場合、厚生労働大臣が 

認める「身体障害者運転能力開発訓練センター」で所定の教習料 

金が無料で運転教習を受けられます。 

❐ 対象となる方 ※①～③のすべてに該当することが必要です。 

①  公共職業安定所に求職登録をしてある方 

②  運転免許試験場での運転適性検査に合格した方 

③  身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方 

 ❐ 内容 

   所定の教習料が無料で受けられます。入所日は１月、４月、

７月、１０月の各月の月初めで教習期間は３か月です。また、

宿泊施設もあります。 

 

 

 

 

 
 

身体 

◎東厚生会 身体障害者運転能力開発訓練センター（東縁）  

ＴＥＬ ０４８－４８１－２７１１ 

ＦＡＸ ０４８－４８１－６５７８ 

ホームページアドレス  http://www.azumaen.or.jp 

身体 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 

申請・相談窓口 
 

http://www.azumaen.or.jp/


２８  

 

■ 自動車運転免許取得費補助事業 
❐ 内容 

障がいのある方の社会参加と自立を促進するため、障がいのあ

る方が運転免許取得に要する経費を補助しています。 

❐ 対象となる方 

障害者手帳を交付されていて、自ら自動車を運転する場合で次

のすべての条件を満たす方（運転免許取得前に申請が必要です） 

①過去に運転免許取得補助を受けていない方 

②運転免許試験の受験資格を有する方 

③一定所得以下の方 

❐ 補助額 

免許の取得に直接要した費用の２／３以内（１２万円を限度） 

※補助の対象になった場合、ふじみ野市社会福祉協議会で一定の条

件にて助成制度を受けることができます。 

 

 

 

 
 

 

■ 埼玉県運転免許センター適性相談室 
心身に障がいのある方の運転免許取得、更新などに関する相談

を行っています。 

❐ 対象となる方 

①  心身に障がいのある方で、これから運転免許を取得したい方 

②運転免許を取得した後に心身に障がいが生じた方 

※ご家族からの相談も受け付けています。 

 ❐ 相談受付日時（予め予約が必要です） 

  ◇月～金曜日の平日 午前１０時～１１時３０分 

            午後２時～４時 

  ◇毎月の第３日曜日 午前８時３０分～１１時３０分 

            午後１時～４時 

 
 

 

 

 

 

 

 

◎埼玉県運転免許センター 埼玉県鴻巣市鴻巣４０５－４ 

埼玉県運転免許センター １階適性相談室 

ＴＥＬ ０４８－５４３－２００１ 

ＦＡＸ ０４８－５４３－７７２７ 

身体 知的 精神 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

◎ふじみ野市社会福祉協議会本部 ＴＥＬ ２６４－７２１２ 

申請・相談窓口 
 

申請・相談窓口 
 



２９  

 

■ 市内循環ワゴン 
車いす対応のワンボックス車両による市役所本庁舎又は大井総合支所

を起点とし、公共施設や駅へ乗り入れを行っています。 

❐ 対象となる方  

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を

受けている方 

❐ 内容 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、スマートフォン向

け障害者手帳アプリ「ミライロＩＤ」を提示された場合、本人と介助者 （１

名まで）は半額の割引を受けられます。 

 

 

 

 

 

 
 

■ 職業相談・職業紹介 
①ハローワーク（公共職業安定所） 

障がい者の就職等について、専門部門を設け、担当者が相談及

び紹介を行っています。障がい者が、求職の申し込みをすると障

がいの状況、技能、知識、適正、希望等が登録され、就職から就

職後のアフターケアまで一貫したサービスを行っています。 

 

 

 

 

 

②障害者職業センター 

障がい者の就職と雇用の安定を図るため、ハローワークと連携

しながら、就職のための相談、職業評価、職業準備訓練、職業開

発援助事業、職業講習などを行っています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

◎ハローワーク川越   ＴＥＬ２４２－０１９７ 

◎埼玉障害者職業センター ＴＥＬ０４８－８５４－３２２２ 

ＦＡＸ０４８－８５４－３２６０ 

◎市役所(第２庁舎)都市計画課 交通政策係 

ＴＥＬ ２２０－２０７２ 

◎大井総合支所 市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

身体 知的 精神 

申請・相談窓口 
 

相談窓口 
 

相談窓口 
 



３０  

■ 埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター 
❐ 内容 

   障がい者の権利擁護に関する総合的な専門相談窓口を開設し、

障がい者及びその家族に対し、電話相談、面接相談等を無料で

行っています。 

 ❐ 相談受付日時 毎週 月曜日～金曜日 ９:００～１６:００ 

  （受付日時以外の相談受付はファックスで行います） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 国際シンボルマーク 
このマークは、障がい者が容易に利用できる建築物、施設、駐

車場であることを明確に示す「全世界共通」の国際シンボルマー

クで、このマークの明示された施設等は、すべての障がいのある

の方が利用しやすいよう配慮された施設であることを示していま

す（有料）。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター 

（身体障がい者・精神障がい者専用）  ＴＥＬ ０４８－８２２－１２４０ 

(知的障がい者専用 )  ＴＥＬ ０４８－８２２－１２０４ 

共通ＦＡＸ ０４８－８２２－１４０６ 

販売窓口 

◎（財）日本障害者リハビリテーション協会 

東京都新宿区戸山１－２２－１ 

ＴＥＬ０３－５２７３－０６０１ 

ＦＡＸ０３－５２７３－１５２３ 

相談窓口 
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税の控除・減免  
❐ 対象となる方 

   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている方又は扶養している方  

 

 

■ 自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境

性能割)の減免 
障がい者及び障がい者と同一生計にある方が所有する自動車を

障がい者のために使用する等の場合、自動車税(種別割)・自動車、

軽自動車税(環境性能割)が減免されます。 

 

❐ 対象となる方 

各種障害者手帳の交付を受けている方で、 

次のいずれかに該当し、主に障がいの 

ある方の通院、通学、仕事などに用いる場合 

 

   

※障がいの区分、程度及び常時介護の状況等について、一定の基

準があります。 

 

内 容 申請先 

所得税の控除 
◎川越税務署  

ＴＥＬ２３５－９４１１ 

市・県民税の控除 
◎市役所（本庁）税務課 

ＴＥＬ２６２－９０１１ 

相続税の税額控除 
◎川越税務署 

ＴＥＬ２３５－９４１１ 
信託受益権の贈与税の非課税制度 

自動車の所有（取得）者 運  転  者 

障がいのある方（生計を同じに 

する家族の方がいる場合） 

障がいのある方 

障がいのある方と生計を同じ

にする家族の方 

障がいのある方（障がいのある 

方のみの世帯の場合） 

障がいのある方を常時介護し

ている方 

障がいのある方と生計を同じに 

する家族 

障がいのある方 

障がいのある方と生計を同じ

にする家族の方 

身体 知的 精神 

 
埼玉県電子申請・届出

サービスホームページ 
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【減免の対象】   

 ❐ 障害区分証明書の発行 

   障害名が「半身不随」の場合や複数の障害がある場合は、障

害の区分ごとの等級を記載した証明書を市役所障がい福祉課で

発行します。 

❐ 申請期限 

  ◇自動車税(種別割)              ………納税通知書に記載された納期限まで 

            ※納期限後に申請された場合は、申請月

の翌月分から月割で減免となります。 

  ◇自動車、軽自動車税(環境性能割)………登録から３０日以内 

※軽自動車税(種別割)の減免を受けた場合は、自動車税(種別割)の

減免を受けることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい区分    障  が  い  の  程  度 

視   覚  １級～３級、４級の１ 
（４級のうち視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下のもの） 

聴   覚  ２級・３級 

音声・言語  ３級（「こう頭」が摘出された場合に限る） 

平衡機能  ３級 

上肢機能  １級・２級 

下肢機能  １級～６級 

体幹機能  １級～３級・５級 

乳幼児期以前の 

非進行性脳病変 

による運動機能 

上肢機能１級・２級 

移動機能１級～６級 

心臓、じん臓、呼吸器、 

小腸、ぼうこう、直腸 

  

１級・３級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機

能、肝臓 
１級～３級 

知的障がい  療育手帳 ○Ａ ・Ａ 

精神障がい 
 精神障害者保健福祉手帳１級かつ精神通院医療費 

を受けている方 

 

◎埼玉県自動車税事務所所沢支所 

ＴＥＬ ０４－２９９８－１３２１ 

ＦＡＸ ０４－２９９１－１００９ 

 

◎市役所（本庁） 障がい福祉課 ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
 

障害区分証明書の発行 
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■ 軽自動車税(種別割)の減免 
障がいのある方又は、障がいのある方と生計を一にする方が所有

する軽自動車等を、障がいのある方のために使用する場合、申請を

することにより軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。 

減免を受けることができる軽自動車等は、障がいのある方一人に

つき一台に限られています（既に自動車税(種別割)及び他の軽自動

車税(種別割)の減免を受けている方は申請できません）。 

また、障がいの程度によっては減免できない場合もありますので、

詳しくは下記までお問い合わせください。 

❐ 対象者 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる方 

＊申請期間 

納税通知書発効後から納期限まで 
 

＊減免申請は、年度ごとに必要です。 
 

 

 
 

 

 

■ 国民健康保険税の介護の納付分の免除 
国民健康保険加入者で、介護保険適用除外施設に入所されている

場合は、申請することにより介護分の保険税が免除になります。 

❐ 対象者 

介護保険適用除外施設入所者で年齢４０歳から６４歳までの

国民健康保険に加入している介護保険法施行法第１１条に該当

する方 

該当する場合は、ふじみ野市保険・年金課までお問い合わせく

ださい。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【軽自動車税】 

◎市役所（本庁）税務課  ＴＥＬ ２６２－９０１１ 

保険・年金課保険税係   ＴＥＬ ２６２－９０３９ 

申請・相談窓口 
 

申請・相談窓口 
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公共料金等の割引    

 

■ ＮＨＫの放送受信料の免除 
障がいのある方がいる世帯で「日本放送協会放送受信料免除基準」

に該当する場合は、ＮＨＫ放送受信料の免除が受けられます。 

  

❐ 対象となる方 

《全額免除》 

身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受け 

ている方もしくは知的障がい者と判定されている方、精神障害者 

保健福祉手帳の交付を受けている方が世帯構成員であり、世帯全 

員が市町村民税非課税の場合 

《半額免除》 

  住民基本台帳における世帯主かつＮＨＫの受信契約者で、次に 

該当する方 

①  視覚障害又は聴覚障害で手帳の交付を受けている方 

②  身体障害者手帳１級・２級の交付を受けている方 

③  精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方 

④  療育手帳○Ａ ・Ａの交付を受けている方 

 

❐ 手続きの仕方 

  障がい福祉課又は、市民総合窓口課で証明書の交付を受け、 

ＮＨＫさいたま放送局（経営管理企画センター）へ提出します。 

※放送受信料免除申請書用紙は、市役所に用意してあります。 

※市町村民税が課税されることになった場合や、障害等級が変

わった場合など、免除事由が喪失する場合があります。 

 

※《半額免除》の条件①～③に該当する方で、マイナポータルを

利用している方は、ＷＥＢ申請が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ＮＨＫさいたま放送局  ＴＥＬ ０４８－８３３－２０４５ 

経営管理企画センター    ＦＡＸ ０４８－８３４－３５４２ 

◎市役所（本庁） 障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

◎大井総合支所  市民総合窓口課 ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

身体 知的 精神 

申請・相談窓口 
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■ ＮＴＴ無料番号案内（ふれあい案内） 
❐ 対象となる方 

①  視覚障害１級～６級の方 

②  肢体不自由(上肢・体幹・脳原性運動機能障害)１級・２級の方 

③  療育手帳を交付されている方 

④  精神障害者保健福祉手帳を交付されている方 

⑤  戦傷病者手帳を交付されている方で 

・視覚障害 特別項症～第６項症に該当 

   ・上肢障害 特別項症～第２項症に該当 

❐ 内容 

番号案内（１０４番）を利用する際、あらかじめ登録した電話

番号と暗証番号を申し出ることにより無料となります。 

❐ 手続きの仕方 

   営業窓口で身体障害者手帳を提示し、申込書に必要事項を記

入する（申込書に手帳のコピーを添えて郵送でも可）。 

 

 

 
 

 

 

■ 国内航空運賃の割引 
❐ 対象となる方 

満１２歳以上の身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手

帳の交付を受けている方 

※介護者と共に利用する場合は介護者１名まで割引運賃適用 

❐ 割引率 

各航空運送事業者又は路線によって異なりますので、各航空運

送事業者にお問い合わせください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ＮＴＴ支店・営業所  電話局番なしの「１１６」 

各航空会社営業所・代理店 

身体 知的 精神 

身体 知的 精神 

申請・相談窓口 
 

申請・相談窓口 
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■ タクシーの１０％割引制度 
❐ 対象となる方 

 各種障害者手帳の交付を受けている方 

※タクシー会社により割引の対象が異なる場合がありますので、 

乗車時（支払い時ではない）に確認してください 

❐ 内容 

  各種障害者手帳の提示により、タクシー運賃の１０％割引が 

受けられます。 

 
 

 

 

 

■ ＪＲ（鉄道・バス）運賃の割引 
次のとおり乗車運賃が割引になります。 

※私鉄もＪＲの運賃割引制度に準じます。ただし、その取り扱いが

異なる部分がありますので、詳しくは各駅乗車券販売窓口へお問

い合わせください。 
 

※割引を受けるためには、障害者手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運

賃減額『第１種』又は『第２種』」の記載があることが条件となり

ます。記載のない方は市役所までご相談ください。  
 

 

 

 

 

 

 

 

区分 利用の種類 割引率 取扱区間等 

第１種障がい者と 

その介護者 

普通乗車券 

回数乗車券 

普通急行券 
５０％ 

回数乗車券はＪＲ線区間

単独の販売となります。 

第１種障がい者と 

その介護者 又は 

１２歳未満の障がい者

とその介護者 

定 期 乗 車 券

（ 小 児 定 期

乗 車 券 を 除

きます） 

５０％ 
小児定期旅客運賃は割引

適用となりません。 

第１種、第２種 

障がい者が単独で 

ご利用になる場合 
普通乗車券 ５０％ 

片道の営業キロが 

１００キロを超える場合 

問い合わせ先：各鉄道の乗車券販売窓口まで 

身体 知的 

問い合わせ先：各タクシー業者 

身体 知的 精神 

精神 
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■ ＪＲ以外のバス運賃の割引 
身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けた方が県内発着のバス

を利用する場合、運賃が５割引になります（ただし定期券は３割引）。 

第１種身体障害者及び療育手帳並びに１２歳未満の身体障害者手

帳を交付されている方は介護者も同率割引になります。 

 バスを利用する際、手帳の提示が必要です。 

 

 

❐精神障害者保健福祉手帳での 

バスの割引について❐ 

平成２５年４月１日から埼玉県内のバス会社では、精神障がい者の方が一

般路線バスを利用した際に、精神障害者保健福祉手帳を呈示することで運賃

の割引を行っています。バス会社により割引制度が異なりますので、割引等

の詳細については、各バス会社にお問い合わせください。 

【割引を行うバス会社】 

 朝日自動車（株）/イーグルバス（株）/茨城急行自動車（株）/川越観光

自動車（株）/（株）協同観光バス/（株）グローバル交通/国際興業グルー

プ（株）/国際十王交通（株）/西武バス（株）/（株）ジャパンタローズ/

西武観光バス（株）/（株）ライフバス/大和観光自動車（株）/秩父鉄道観

光バス（株）東武バスウェスト（株）/東武バスセントラル（株）/マイス

カイ交通（株）/丸建つばさ交通（株）/メートー観光（株）/京成タウン東

京（株）/埼玉観光（株）/ 

  ＜ご注意ください＞ 

 ●割引を受けるためには、運賃支払いの際に精神障害者保健福祉手帳の   

写真による本人確認が必要になります。 

 ●写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手

帳の再交付について障がい福祉課に御相談ください。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：各バス会社営業所まで 

◎各バス会社 

手帳発行について 

◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

身体 知的 

精神 
 

相談窓口 
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■ 有料道路の割引 
 下記に該当する場合、有料道路の通行料金が割引になります。  

❐ 対象となる方 

  ①第１種※の障がい者手帳の交付を受けている方  

  ②第２種※の障がい者手帳の交付を受けている方（本人の運転のみ対象）

（※障がい者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄参照） 

 ❐ 自動車の範囲  ※詳細はお問い合わせください。 

自動車※ 

適用範囲 
事前申請において 

登録できる自動車 

事前申請において 

登録していない自動車 

第１種・第２種問わず 第２種手帳 第１種手帳 

乗用自動車 〇（所有者条件あり） 〇 〇 

貨物自動車 〇（所有者条件あり） 〇 〇 

特種用途自動車 〇（所有者条件あり） 〇 〇 

二輪自動車 〇（所有者条件あり） 〇 〇 

レンタカー × 〇 〇 

借用自動車 × 〇 〇 

介護・福祉タクシー、 

一般タクシー 
× × 〇 

福祉有償運送車両 × × 〇 

※営業用等の一部の自動車は対象になりません。 

 ❐ 割引の方法等 

・料金所で手帳を提示（自動車登録番号・本人の乗車等の確認） 

・ＥＴＣ無線通行（登録したＥＴＣカード番号と車載器番号の一致等が条件） 

 ❐ 手続きの方法 

   １ オンライン申請（ＥＴＣ利用） 

   ２ 窓口申請 

必要なもの…①身体障害者手帳・療育手帳  

②本人の運転免許証（第２種手帳） 

③登録する自動車等の自動車検査証 

令和５年１月４日以降に検査証が新しく電子化された方は

「自動車検査証記録事項」をご持参ください  

※④ＥＴＣを利用される方は、ＥＴＣカード（本人名義）、車載器番号の

分かるもの（セットアップ申込書・証明書等） 

※⑤割賦契約書又はリース契約書 

 

 

 

 

 

 

 

有料道路ＥＴＣ割引登録係   ＴＥＬ０４５－４７７－１２３３ 

オンライン申請受付サイト  https://www.expressway-discount.jp 

◎市役所（本庁） 障がい福祉課   ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

◎大井総合支所  市民総合窓口課  ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

身体 知的 

申請・相談窓口 
 

 
オンライン申請用 

 

 
市役所窓口申請用 
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■ 携帯電話基本料金使用料等の割引 
❐ 対象となる方 

   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる方 

❐ 内 容 

  障がい者本人が契約名義人となっている携帯電話をお使いの場合、基

本料金等が割引となります。 

     

 

 

 

 

■ 青い鳥はがきの配布 
重度の身体障がい者及び知的障がい者の方に、一定の期間無料で

ハガキを配布しています。 

❐ 対象となる方 

   身体障害者手帳１級・２級の交付を受けている方 

   療育手帳○Ａ ・Ａの交付を受けている方 

 ❐ 内  容 

   申し込みされた方に２０枚のハガキが配布されます。 

 ❐ 手続きの仕方 

   所定の用紙に必要事項を記入し申し込みしてください。代理

人及び郵便によって申し込むこともできます（通常、毎年４月

１日～５月３１日まで受付）。 

※用紙は郵便局にあります。 

申請・相談窓口 

各郵便局 

身体 知的 

申請・相談窓口 

携帯電話取扱店等 

精神 身体 知的 
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＊＊障害福祉サービス＊＊＊ 
『障害者

しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
お よ び

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための

法律
ほうりつ

』（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）

 

 

 

 

 

高次脳機能障がい…交通事故や脳卒中等によって脳が傷ついた場合、言語・

思考・記憶・行為・学習・注意などの能力に障がいが生じ

ることがあります。生じた症状のことを高次脳機能障がい

といいます。 

 

発達障がい…………発達障害者支援法で「自閉症、アスペルガー症候群その

他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その

他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低

年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定

義されています。 

 

難病…………………障害者総合支援法で「治療方法が確立していない疾病そ

の他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害

の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」と規定され

ています。 

 

■ 対象となる主なサービス 
❐介護給付費、訓練等給付費等

❐補装具費の給付

❐日常生活用具購入費の給付 

※この他、詳細等については、市役所（本庁）障がい福祉課へ御相談くだ 

さい。 

 

 

・難病等 

障害者総合支援法の障がい児・者の範囲 

・身体障がい者 

・精神障がい者（発達障がい、高次脳機能障がい 

を含む） 

・知的障がい者 
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サービスのしくみ 
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要

な知識や技術を身につける「訓練等給付（１８歳以上）」があります。 

 家庭などで利用できる「訪問系サービス」、施設などで昼間に利用できる

「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」に

分けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◎短期入所 

◎療養介護 

◎生活介護 

◎自立訓練 

◎就労移行支援 

◎就労継続支援 

◎就労定着支援 

◎就労選択支援 

◎児童通所支援（原則 18 歳以下） 

◎居宅介護（ホームヘルプ） 

◎重度訪問介護 

◎行動援護 

◎同行援護 

◎重度障害者等包括支援 

◎施設入所支援 

◎共同生活援助（グループホーム） 

昼間と夜間でそれぞ

れ分かれてサービス

が提供されます。 

障がい児・者 

この他に・・・ 

日中一

時支援

地域活動支援センター 

日中一時 移動支援 

日中系 居住系 

訪問系 



４２  

■ 障害福祉サービスを利用される方へ 
障害福祉サービスを利用する方は、サービス等利用計画の

作成が必要となります。 
 

 

サービス等利用計画とは・・・？ 

 

 

サービスの利用を通して、本人や家族の希望する生活の実現、

目標の達成に向けて作成するものです。 

 サービス等利用計画は市町村に登録している相談支援事

業所の相談支援専門員やサービス利用者自身が作成します。 
  

相談支援専門員とは・・・？ 

 

 

相談支援専門員はサービス等利用計画を作成するだけで

なく、サービスを利用するまでの調整やサービス利用開始後

のフォローなど、さまざまな相談に対応します。 

 

 

市内の相談支援事業所 

対象 事業所名 所在地 電話番号 

児 者 相談支援事業所たんぽぽ 大井武蔵野 1282-7 049-265-5450 

児 者 大井デイケアセンター 大井中央 2-2-1 049-256-3893 

児  ふじみんたんぽぽ相談支援室 福岡 1-2-5 ﾌｸﾄﾋﾟｱ 2F 049-257-6701 

児  相談支援つむぎ ふじみ野ﾙｰﾑ 亀久保 1256-6 2F 049-257-4527 

 者 ぽんて相談支援室 桜ケ丘 1-38-34 049-270-0346 

児 者 相談支援事業所ハビーふじみ野 うれし野 2-1-10 049-257-5890 

 者 相談支援センター ライトハウス 西鶴ケ岡 2-10-1 049-264-2283 

児 者 あいらんど相談支援事業所 大井中央 4-18-27 080-5676-4396 

児  相談支援事業所グレイスシスター 
鶴ヶ岡 2-16-9 

ｸﾚｲﾉｸﾚｲﾝﾋﾙｽﾞ１ F 
049-265-7023 

 者 かみふくおか作業所 西原 2-5-1 049-266-8763 

 者 相談支援センターあいぼう 北野 1-5-5 049-293-6839 

児 者 かめくぼケアステーション 亀久保ｺｰｳﾝﾋﾞﾙ 103 049-293-1471 

 者 特定相談支援事業所ライフワーク 上福岡 1-10-6 049-265-7641 

児  相談支援事業所Ｓｉｓｔｅｒ 清見 3-1-10 ｱﾄﾗｽ V 1F 049-293-7232 

※対象 児：18 歳未満・者：18 歳以上 
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■ サービス利用までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①申し込み 
 

障がい福祉課や障がい者総合相談支

援センター、相談支援事業所に相談

します。 

②申請 
 

障がい福祉課に申請書を提出します。 

③サービス等利用計画案の作成 
 

市から希望するサービス等利用計画

作成事業所に作成を依頼します。 

自分で作成することもできます。 

④認定調査・医師意見書 
 

市の担当者がご本人の身体状況や生活

状況について 80項目の質問調査を行い

ます。 

⑤審査会（訓練等給付の場合は不要） 
 

専門の委員による審査で「障害支援区

分」の認定を行います。 

審査会は月１回の開催です。 

⑥サービス等利用計画案の提

出 
 

③で作成したサービス等利用計画

案を障がい福祉課に提出します。 

⑦サービス内容の支給決定 
 

障がい福祉課から支給決定の通知

と受給者証が交付されます。 

⑧サービス担当者会議 
 

支給決定された内容に基づいて、

新たにサービス利用計画を作成す

るため、本人、家族、支援関係者

を交えた会議を開始します。 

⑨サービスの利用 
 

サービスの利用開始となります。 

※利用状況や生活状況な

どの確認を行うため、必

要に応じて相談支援専門

員が状況確認（モニタリ

ング）を行います。 
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■ 障害福祉サービスの種類 
利用者の方の状態やニーズに沿ったサービスを提供します。 

 

☆「訪問系サービス」・・・在宅生活を支援するサービス

 

☆「居住支援系・施設系サービス」・・・入所施設での夜間のサービスやグル

ープホームなどのサービス  

給付

の 

種類 

サービス

の 

名称 

サ ー ビ ス 内 容 

介
護
給
付 

居宅介護 
自宅で、入浴や排泄、食事の介護を行います。 

（対象者：自宅で介護の必要な方） 

重度訪

問介護 

自宅において入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援

などを総合的に行います。 

（対象者：重度の肢体不自由者や、知的障害者・精神障害者で

行動上著しい困難を有し常に介護が必要な方） 

重度障害

者等    

包括支援 

居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて包括的に支援を行

います。 

（対象者：寝たきり状態などの介護の必要性がとても高い方） 

行動援護 

外出や外出の前後に危険を回避するために必要な支援を行いま

す。 

(対象者：知的障がいや精神障がいにより行動上の障がいのある

方) 

同行援護 

外出や外出の前後に危険を回避するために必要な支援を行いま

す。 

(対象者：視覚障がいにより行動上の障がいのある方) 

給付

の 

種類 

サービス

の 

名称 

サ ー ビ ス 内 容 

 

介
護
給
付 

施設入

所支援 

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護など

を行います。 

 

（対象者：夜間において介護が必要な方、通所では自立訓練や就

労移行支援の利用が困難な方など） 

 

訓
練
等
給
付 

自立生

活援助 

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅

訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な

支援を行います。 

 

共同生

活援助   
（グループ

ホーム） 

地域で共同生活を行う方に、住居で相談や日常生活上の援助を行

います。 

 

（対象者：地域での共同生活を希望する方）  
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☆「日中活動系・訓練就労系サービス」・・・施設の通所や入所施設

での昼間のサービス 

○市内事業所の情報は６０～６２ページをご覧ください。 

給付の 

種類 

サービス

の名称 
サ ー ビ ス 内 容  

介
護
給
付 

短期入所 

（ショートス

テイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短時間、夜間も含めた施設

で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
 

療養介護 

医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世

話を行います。 
 

（対象者：長期の入院による医療ケアと常時介護を必要とする方な

ど） 
 

生活介護 

昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又

は生産活動の機会を提供します。 
 

（対象者：常に介護が必要な方など）  

訓
練
等
給
付 

自立訓練 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能

又は生活能力の向上のため必要な訓練（支援）を行います。 
 

（対象者：地域生活を営むために必要な訓練を希望する方など）  

就労移

行支援 

一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を

行います。 
 

 (対象者：一般企業への就労を希望する方など)  

就労継

続支援 

働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓

練を行います。 
 

（対象者：一般企業での就労が困難な方など  

就労定

着支援 

就労移行支援等のサービスを利用して雇用された者に対し、就労を

継続するための支援を行います。 
 

（対象者：就労移行支援等を利用し、雇用されて６ヶ月以上が経過

している方など） 
 

就労選

択支援 

就労を希望又は継続する者に対し、本人の希望、就労能力や適性等

に合ったより良い選択ができるよう支援を行います。 

（対象者：就労移行支援・就労継続支援の利用を検討している者、

及び現在同サービスを利用中の者） 

 

児
童
通
所
支
援
（
原
則
１
８
歳
以
下) 

児童発

達支援 

施設に通い、日常生活における基本動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練などを行います。 
 

（対象者：日常生活における基本的な動作などを希望する児童）  

放課後等

デイサー

ビス 

放課後又は休業日に施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓

練、社会との交流の促進などを行います。 
 

（対象者：学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している児童）  

居宅訪

問型児

童発達

支援 

居宅を訪問し、日常生活における基本動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練などを行います。 

（対象者：重度の障がいの状態等で、児童発達支援、放課後等デイ

サービスの利用が難しい障がい児） 

 

保育所

等訪問

支援 

通所先を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活

への適応のための専門的な支援を行います。 
 

（対象者：保育所、幼稚園、その他の集団生活を営む施設等に通う

児童） 
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■ 障害福祉サービスの利用者負担 

❐ 本人が１８歳以上の利用者負担 

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利用者は

市民税課税世帯の場合、「一般２」になります。 
区分  対象となる人 上限額（月額） 

生活保護  生活保護世帯 ０円 

低所得  市民税非課税世帯 ０円 

一般１  
市
民
税
課
税
世
帯 

世帯の所得割の合計額が 16 万円未満

※入所施設利用者（20 歳以上）、  

グループホーム利用者を除く。 
９，３００円 

一般２  上記以外 ３７，２００円 

※本人が１８歳以上の場合の世帯の範囲については「本人及び配偶者」。   

１８歳到達年度の障害児通所給付費を除く。  
 
❐ 本人が１８歳未満の利用者負担 
区分  対象となる人  上限額（月額） 

生活保護  生活保護世帯  ０円  

低所得  市民税非課税世帯  ０円  

一般１  

市
民
税
課
税
世
帯 

世帯の所得割の合計

額が 28 万円未満  

通所施設、ホーム  

ヘルプ利用の場合  
４，６００円  

入所施設利用の場合  ９，３００円  

一般２  上記以外  ３７，２００円  

※本人が１８歳未満の場合の世帯の範囲は「保護者」。  

 

❐ 高額障害福祉サービス等給付費  

  同じ世帯に障害福祉サービス（補装具費の利用者負担を含む）

を利用する方が複数いる場合、利用者負担額を合算した額が利用

者負担上限月額を超えた分について償還されます。 

 

❐ 新高額障害福祉サービス等給付費 

６５歳になるまでに５年以上、介護保険相当の障害福祉サービ

スの支給決定を受けていた人で所定の要件を満たす場合、申請に

より平成３０年４月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険

サービスの利用者負担額が償還されます。詳しくはお問い合わせ

ください。 
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❐ 入所や通所施設を利用している人への給付  

実費等の負担を軽減するため、補足給付が行われます。 

 

❐ グループホームの入居者への助成  

グループホームに入居している低所得の方に対し、家賃の一定

額を助成します。 

 

❐ 就学時前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減 

就学時前の障害児通所支援を利用しており、対象となる児童に

兄又は姉がいる場合は、利用者負担が一部軽減される場合があり

ます（一部所得制限があります）。 

※１ 一部対象者は、児童発達支援等の利用者負担が無償化さ

れます。対象となる期間は「満３歳になって初めての４月１

日から３年間」です。 

 

■ 地域生活支援事業  

市町村が地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟に行う事業

が地域生活支援事業です。 

 

❐サービスの種類❐ 

 

■ 移動支援事業（個別支援型） 
❐ 内容 

社会生活上必要な外出及び余暇活動等、社会参加のための外出

をするときにおける移動介護（原則として 1 日の範囲内で用務を

終えるものに限る。） 

※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわ

たる外出および社会通念上適当でない外出は対象外 

 

❐ 対象となる方 

①身体障がい者：屋外での移動に著しい制限のある 

視覚障害者又は全身性障害者 

②知的障がい者：対象者の制限なし 

③障 が い 児：屋外での移動に著しい制限のある 

視覚障がい児、全身性障がい児又は知的障がい児 

④精神障がい者：対象者の制限なし 

❐ 利用者負担 

１割負担（基準単価×１０％） 

※市民税非課税の方は、月利用時間が３０時間までは無料 
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■ 日中一時支援事業 
❐ 内容 

日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設において、障 

がい児・者に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための 

日常的な訓練等を行います。 

※居宅においてその介護を行う者の疾病等の理由により、障害

者支援施設等への短期間の入所が必要な障がい児・者に対し、

当該施設に短期間の入所において、入浴、排せつ又は食事の介

護等のサービスを提供します。ただし、宿泊を伴わない一時預

りに限る。 

  ※特別支援学校下校後等に活動する場について確保するととも

に、障がい児を持つ親と家族の一時的休息を目的として、障が

い児を預かるサービスを提供しています。 

 

❐ 対象となる方 

日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支

援が必要と認められる障がい児・者、現行の短期入所利用者のう

ち宿泊を伴わない利用者 

❐ 利用者負担 

1 割負担（基準単価×１０％） 

※食事については、実費負担とする。ただし、利用者負担上

限額区分が低１・低２の方は７００円を限度に助成する。 

※市民税非課税の方は、月利用日数が７日までは無料。 

 

■ 地域活動支援センター（機能強化型） 
❐ 内容 

障がい者の方が通所して、創作的活動や生産活動を行える活動

拠点を提供し、地域との交流などを図ります。また、雇用・就労

が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練を実施し

ています。 

 

❐ 対象となる方 

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳か自立支援医療（精神通院

医療）受給者証の交付を受けている方 

（※身体障害者手帳の交付を受けている方は要相談） 

こんな方が利用されます 

・ひきこもりなどで在宅生活になっている方 

・仲間づくり、交流の場を求めている方 

・きっかけ作りが欲しい方 

・気軽に相談したい方 
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■ 成年後見制度利用支援事業 
成年後見制度の利用が必要であるが、後見などの申立てを行う親族がい

ない場合など、支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な人につい

て、市長が申立人となり、申立てにかかる費用を市が負担します。 

また、後見制度利用後に後見人等の報酬の支払いが困難な人に対して、

後見人等の報酬に対する助成を行います。 

※預貯金額が１００万円以上の方は助成の対象となりません。 

 

❐地域生活支援事業の月額負担上限額❐ 

 
※１  年収とは  

合計所得金額、公的年金等の収入金額及びその他の給付の合計金額。  

 

※２  金額「年収８０万９千円」について  

令和７年６月３０日までは「年収８０万円」が基準の額となり、令和７年７

月１日以降は「年収８０万９千円」が基準額となる。  

 

※３  世帯の範囲について  

・本人が１８歳未満の場合は「保護者」。  

・本人が１８歳以上の場合は「本人及び配偶者」（障害児サービス利用年度

を除く）。  

 

 

 

 

 

 

区分  対象となる人  上限額（月額）  

生活保

護世帯  
生活保護世帯の人  

０円  

（自己負担なし） 

低所得

１  

非
課
税
世
帯 

本人（本人が１８歳未満の場合は保護者）

の年収※ 1 が８０万９千円※ 2 以下  
３，７５０円  

低所得

２  

本人（本人が１８歳未満の場合は保護者）

の年収※ 1 が８０万９千円※ 2 を超える  
６，１５０円  

一般  

軽減  
課
税
世
帯 

世帯の所得割の合計額が１６万円未満  

(※３ ) 
９，３００円  

一般  世帯の所得割の合計額が１６万円以上  

(※３ ) 
１８，６００円  
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■ その他のサービス  

 

■ 更生訓練費支給事業 
❐ 内容 

就労移行支援事業・自立訓練事業を利用する者に対し更生訓練

費を支給しています。 

❐ 対象となる方 

就労移行支援事業・自立訓練事業を利用する方のうち、主に生

活保護を受給している方 

❐ 訓練のための経費（月額） 

※上記以外の訓練をご希望の方はお問合せください。 

❐ 通所のための経費（日額に訓練のために通所した日数を乗じた

額と支給対象者の当該月の実支出額を比較して少ない方の額） 

区         分 日     額 

通所経費  280円 

 

■ 訪問入浴サービス事業 
❐ 内容 

身体障がい者の居宅を訪問し、移動入浴車による巡回入浴サー

ビスを提供しています。毎月４回（年度内５２回上限） 入浴サー

ビスの実施。 

❐ 対象となる方 

在宅で身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている方で、

独力又は家族等の介護のみでは入浴できず、医師から入浴するこ

との許可を受けた方（他の利用者に感染するおそれのある疾病を

有していない方に限る）。 

※介護保険のサービスをご利用できる方は利用できません。 

❐ 利用者負担 無料 

 

区              分 
訓練に従事した日 

15日以上 15日未満 

 就労移行支援 

（あんま、はり及びきゅう科に限る。） 
14,800円 7,400円 

 就労移行支援 

（あんま、はり及びきゅう科を除く。） 
 6,300円  3,150円 

 自立訓練  6,300円  3,150円 
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■ 訪問理美容サービス 
❐ 内容 

理容店や美容院に行くことが困難な方のために、市に登録した

業者が自宅を訪問し、カットやシェービングを行います。 

❐ 対象となる方 

特別障害者手当を受給して、常時臥床の状態又はこれに準ずる

状態である方 

❐ 利用者負担額 １回２，０００円 

（最大年４回利用できますが、申請時期により、利用できる 

回数が異なります） 

 

■ 障害者就職支度金支給事業 
❐ 内容 

就職等により自立する者に対し就職支度金を支給しています。 

❐ 対象となる方 

就労移行支援事業、就労継続支援事業を利用し就職等する方で、

就職等の見込み期間が６ヵ月以上の方 

※前回の支給から３年以内は申請できません。 

❐ 支給額 ３６，０００円 

 

■ 障害児（者）生活サポート事業 
❐ 内容 

自立支援介護給付、地域生活支援事業では対応できない、障が

い児（者）の一時預かり・送迎サービスなどを行う事業所への補

助をとおして柔軟な在宅支援サービスを行います。 

※最大で年間１５０時間の利用時間制限があります。 

❐ 対象となる方 

市内に居住し下記のいずれかに該当し、登録団体の利用が適当

であると市長が認めた方で市に登録した方 

①身体障害者手帳の交付を受けている方 

②療育手帳の交付を受けている方 

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

④知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障がい 

者と判定された方 

⑤医師により発達に障がいがあると診断された障がい児・者 

⑥難病等の診断を受けている方 

❐ 利用料 １時間あたり９５０円 

  ※課税額に応じて利用料が減額される場合があります。 
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■ 相談支援事業 
❐ 内容 

  障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、本人や家族の方

からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉

サービスの利用支援等必要な支援を行います。 

※社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職を配置しています。 

 【名  称】 ふじみ野市障がい者総合相談支援センターりあん 

【実施場所】 大井総合福祉センター３階 

【受付時間】 午前９時から午後４時 

 【定 休 日】 土･日曜日･国民の祝日･ 

年末年始（１２月２８日から１月４日） 

 【問い合わせ先】 電話       ０４９－２６６－１１００ 

 就労相談専用電話  ０４９－２６６－１１８６ 

ＦＡＸ ０４９－２６９－１４２８ 

 

 

■ 全身性障害者通学等介護人派遣事業 
❐ 内容 

  日常生活において常時特別の介護を必要とする１８歳以上の方

の通学を支援するための介護人を派遣します。 

   ※最大で１か月１３０時間の利用時間制限があります。 

 ❐ 対象となる方 

下記のすべてに該当する方 

   ①身体障害者手帳１級 

    （脳性麻痺による肢体不自由で１級の認定） 

②自宅と学校等との往復及び学校での生活において全般的な 

介護が必要 

   ③他の制度により介護人の派遣を受けていない 

 ❐ 申請に必要なもの 

印鑑 
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■ 医療的ケア支援事業 

❐ 内容 

  日常的にたん吸引・経管栄養等の医療的ケアを行っている方等

に対して、在宅時に看護師を派遣します。 

 

 ❐ 対象となる方 

１８歳未満で、在宅で医療的ケアを必要とする方 

※特別支援学校に就学している方は、１８歳以下が対象と

なります。 

 

 ❐ 利用回数 

１か月あたり３回を上限とし、１年度あたり１２回まで。 

※１回あたりの上限額 ３４，０００円 

 

 ❐ 申請に必要なもの 

医師の指示書の写し（利用申請日の６か月前までに発行され、

有効期間の記載がある場合はその期間内のものに限ります。） 

 

■ 埼玉県精神科救急情報センター 
  夜間・休日の緊急的な精神医療相談を受け付けています。相談

の内容に応じて、助言や医療機関の調整を行います。 

 【実施場所】 埼玉県精神科救急情報センター 

【受付時間】 平日（月～金） １７：００～翌８：３０ 

       休日及び年末年始 ８：３０～翌８：３０ 

 【問い合わせ先】 電話 ０４８－７２３－８６９９ 

 

☆各年度の利用開始の１か月前までに申請してください。毎年度

申請が必要です。  
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■ ヘルプマーク・ヘルプカード・バンダナの配布 
外見からは障がい等が分かりづらい人が、援助や配慮を必要と

していることを周囲に伝える一助として、ヘルプマーク及びヘル

プカードを配布しています。 

また、聴覚に障がいのある方等が身に付けることで、災害時に

周囲からの支援を必要としていることを知らせるバンダナを配布

しています。 

 

❐ 対象となる方 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者（発達障がいや高

次脳機能障がいを含む）、難病患者の方 

※手帳の有無は問いません 

❐ 記載内容 

氏名・生年月日・住所・電話番号・緊急連絡先・医療情報・配

慮してほしいこと 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 配食サービス利用助成事業 
  地域において自立した日常生活を営むことができるよう、配食

サービスの利用料の一部を助成します。 

  

❐ 対象となる方 

  満１８歳以上で、１人暮らしの方又は世帯員が高齢・障害・就

労等の理由により世帯員の介護が受けられない方で、下記のいず

れかに該当する方 

  ①身体障害者手帳の１級・２級の方 

  ②療育手帳の○Ａ ・Ａの方 

 ❐ 補助額 

  配食１回あたり２００円 

  １日あたり２食が限度となります。 

身体 知的 精神 難病 

申請・相談窓口   

◎市役所（本庁） 障がい福祉課 

ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

◎大井総合支所  市民総合窓口課 

ＴＥＬ ２２０－２０６３ 

◎出張所 

ＴＥＬ ２６１-０３５３ 

 

申請・相談窓口   

◎市役所（本庁）  

障がい福祉課 

ＴＥＬ ２６２－９０３１ 
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■ 埼玉県思いやり駐車場制度 
  障がいのある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困

難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設な

どに設置されている「車椅子使用者駐車区画」及び「優先駐車区

画」に安心して駐車できる環境づくりの一環となる制度です。 

※「利用証」をお持ちの方が、制度の対象となる  

駐車区画に必ず駐車できることを保証するもの  

ではありません。 

他の対象の方が駐車されているなど、利用でき 

ない場合もあることをあらかじめご了解ください 

 

❐ 対象となる方 

区分 交付基準 必要書類等 有期 

身
体
障
害
者 

視覚障害 ４級以上 各障害者手帳 
対
象
者
の
基
準
に
該
当
し
な
く
な
る
ま
で 

聴覚障害 ３級以上 

平衡機能障害 ５級以上 

肢
体
不
自
由 

上肢 ２級以上 

下肢 ６級以上 

体幹 ５級以上 

脳原性運動機能障害 
上肢機能２級以上 

移動機能６級以上 

内部障害 (免疫機能障害含む ) ４級以上 

知的障害者 Ａ以上 

精神障害者 １級 

難病患者 特定疾患医療受給者  

特定難病医療受給者  

小児慢性特定疾病医療受給者  

各受給者証  

高齢者等 ※窓口：高齢福祉課 要介護１以上の方 介護保険者証  

妊産婦  ※窓口：子育て支援課 
(出産後は乳児と同伴の場合に限る ) 

妊娠７か月～産後１年まで

の方 
母子健康手帳 

妊娠 7 か月～

産後 1 年まで 

けが人等 医師診断等により、歩行が困

難であり特別な配慮が必要

であると認められる方 

次に掲げる全て 

・ 医 師 の 診 断 書

(意見書又は公的

機関の証明書等 ) 

・身分証明書 (運

転免許証、ﾏｲﾅﾝﾊﾞ

ｰｶｰﾄﾞ等 ) 

診 断 書 等 で

必 要 と 認 め

る期間 (原則

1 年以内 ) 

その他車椅子の常時使用が 

必要と認められる方 
医師の診断等により、車椅子

の常時使用が必要であると

認められる方 

対 象 者 と し

て の 基 準 に

該 当 し な く

なるまで 

 

 ◎市役所（本庁）障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３１ 

◎   〃   高齢福祉課   ＴＥＬ ２６２－９０３８ 

◎   〃   子育て支援課  ＴＥＬ ２６２－９０３３ 

申請・相談窓口 
 

身体 知的 精神 難病 

 
埼玉県 電子申請用 

ホームページ 
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■ ふじみ野市ふれあい収集事業 

  自身でごみを所定の集積所へ搬出することが困難な世帯が利用

できるものです。利用者の玄関前等（所定の場所）に排出された

ごみを収集します。利用者から事前に連絡がなく、指定日に所定

の場所にごみが排出されていない場合は安否確認を行います。 

❐ 対象となる方 

市内に居住し、以下の①～⑤のいずれかに該当する方で、自ら

の身体状況等により世帯全員がごみ出しが困難な状況にあり、 

かつ、身近にごみ出しの協力が得られない状況にある方。 

   ①６５歳以上で介護保険法の要支援以上の認定を受けた方 

②６５歳未満で生活保護法の要支援以上の認定を受けた方 

   ③身体障害者手帳の交付を受けている方 

   ④療育手帳の交付を受けている方 

   ⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

   ⑥うえの①～⑤のほかに、市長が特に必要と認める方 

 ❐ 申請に必要なもの 

うえの①～⑤の証明ができるもの 

 

 

 ◎市役所（本庁）高齢福祉課   ＴＥＬ ２６２－９０３８ 

◎   〃   障がい福祉課  ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

申請・相談窓口 
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■ 意思疎通支援事業 
 

■ 手話奉仕員・手話通訳養成事業 

聴覚障がい者の理解と交流活動の促進、手話でのコミュニケ

ーション時の支援者として期待される日常会話程度の手話習得

を目標とした講習会を実施しています。 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

ふじみ野市
の し

ＰＲ大使
た い し

『ふじみん』 

 

 

 

 

 

 

＊早朝
そうちょう

夜間
や か ん

及び
お よ び

緊急
きんきゅう

時
じ

の手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

派遣
は け ん

について 

緊急
きんきゅう

の場合
ば あ い

、市
し

役所
やくしょ

閉庁
へいちょう

時
じ

でも手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の派遣
は け ん

依頼
い ら い

を受付
う け つ

けま

す。 

ふじみ野市
の し

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

   ＦＡＸ  ０４９－２６３－７１１９ 

                 ☎    ０４９－２６２－９０３２ 

✿ ふじみ野市
の し

手話
し ゅ わ

通訳
つ う や く

(要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

)派遣
は け ん

のご案内
ご あ ん な い

 

 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

の利用
り よ う

を希望
き ぼ う

される方
かた

は、 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

へ申
もう

し  

こんでください。依頼
い ら い

手続
て つ づ

きについて詳
くわ

しくは 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

でご  

案内
あんない

します。  

●病院
びょういん

へ行
い

く        ●授業
じゅぎょう

参観
さ んかん

に行
い

く       

●年金
ねんきん

の手続
て つ づ

きをする    ●結婚式
け っ こ ん し き

やお葬式
そ う し き

のとき         

●その他
た

                                  

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

には 

専任
せんにん

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

が 

おります 

利用
り よ う

するには事前
じ ぜ ん

に登録
とうろく

が必要
ひつよう

です。 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

と印鑑
いんかん

を障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

にお持
も

ちください。 

※宗 教
しゅうきょう

団体
だんたい

の活動
かつどう

、政党
せ い と う

の宣伝
せんでん

活動
か つ ど う

、営利
え い り

を目的
も く て き

とした事業
じ ぎ ょ う

に関
かか

わることには、 

市
し

の派遣
は け ん

事業
じ ぎ ょ う

は使
つか

えません。 



５８  

❐ 関 係 機 関 一 覧 ❐ 
 

機  関  名 住    所 電 話 番 号 

 ふじみ野市役所 

障がい福祉課 

ふじみ野市福岡 1-1-1 

TEL０４９－２６２－９０３１ 

TEL  〃  ２６２－９０３２ 

 FAX  〃  ２６３－７１１９ 

ふじみ野市役所 

子育て支援課 
TEL  〃  ２６２－９０３３ 

ふじみ野市役所 

高齢福祉課 
TEL  〃  ２６２－９０３８ 

ふじみ野市役所 
保険・年金課 保険・年金係 

TEL  〃  ２６２－９０２０ 

ふじみ野市役所 

税務課 
TEL  〃  ２６２－９０１１ 

ふじみ野市役所 
都市計画課交通政策係 

TEL  〃  ２２０－２０７２ 

出張所 
ふじみ野市霞ヶ丘 1-2-7 

ふじみ野市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ２階 

TEL  〃 ２６１－０３５３ 

FAX  〃  ２６１－０７８５ 

大井総合支所 

市民総合窓口課 

福祉窓口係 

ふじみ野市大井中央 1-1-1 
 TEL  〃 ２２０－２０６３ 

 FAX  〃  ２６６－６２７１ 

 ふじみ野市 

保健センター 
ふじみ野市福岡 1-2-5 

 TEL  〃 ２６４－８２９２ 

 FAX  〃 ２６４－８２８４ 

 ふじみ野市障がい者 

総合相談支援センター 

「りあん」 

ふじみ野市大井中央 2-2-1 

大井総合福祉センター内 

 

TEL  〃 ２６６－１１００ 
 

TEL  〃 ２６６－１１８６ 

(就労相談専用ダイヤル) 
 

FAX  〃 ２６９－１４２８ 
 

ふじみ野市立児童発育・ 

発達支援センター 

ふじみ野市福岡 1-2-5 

フクトピア内２階 

 TEL  〃 ２５７－６６５６ 

FAX  〃 ２５７－６６５７ 

ふじみ野市虐待防止 

センター 

ふじみ野市福岡 1-1-1 

障がい福祉課内 

TEL  〃 ２６２－９０３２ 

FAX  〃 ２６３－７１１９ 

 こども家庭センター 
ふじみ野市福岡 1-1-1 

市役所本庁舎２階 
 TEL  〃 ２６２－９０３４ 

 ふじみ野市 

社会福祉協議会 本部 
ふじみ野市福岡 1-1-1 

 TEL  〃 ２６４－７２１２ 

 FAX  〃 ２６４－９４４０ 

 ふじみ野市 

社会福祉協議会 

       大井支所 

ふじみ野市大井中央 1-1-1 
 TEL  〃 ２６６－１９８１ 

 FAX  〃 ２６６－１９０７ 

 埼玉県西部福祉事務所 坂戸市石井 2327-1 
 TEL  〃 ２８３－６７８０ 

 FAX  〃 ２８３－７８９７ 

 朝霞児童相談所 朝霞市青葉台 1-10-63 
 TEL ０４８－４６５－４１５２ 

FAX ０４８－４５８－３６６８ 



５９  

機  関  名 住    所 電 話 番 号 

 朝霞保健所 朝霞市青葉台 1-10-5 
 TEL ０４８－４６１－０４６８ 

FAX   〃  ４６１－０１３３ 

 川越年金事務所 

（お客様相談室） 

川越市脇田本町 8-1 

Ｕ_ＰＬＡＣＥ ５階 

 TEL ０４９－２４２－２６５７ 

 FAX   〃  ２４５－８９１９ 

 川越県税事務所 
川越市新宿町 1-17-17 

（ウエスタ川越） 

 TEL ０４９－２４２－１８０１ 

 FAX   〃  ２４２－９６２４ 

埼玉県自動車税事務所 

所沢支所 
所沢市牛沼 690-1 

 TEL ０４－２９９８－１３２１ 

 FAX   〃 ２９９１－１００９ 

 埼玉県総合 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
上尾市西貝塚 148-1 

 TEL ０４８－７８１－２２２２ 

 FAX   〃  ７８１－２２１８ 

埼玉県立 

精神保健福祉センター 
北足立郡伊奈町小室 818-2 

TEL ０４８－７２３－３３３３ 

FAX   〃  ７２３－１５５０ 

埼玉県立 

精神救急情報センター 
北足立郡伊奈町小室 818-2  TEL ０４８－７２３－３３３３ 

 ハローワーク川越 

 (川越公共職業安定所） 
川越市豊田本 1-19-8 

 TEL ０４９－２４２－０１９７ 

 FAX   〃  ２４６－２７５４ 

埼玉障害者職業センター 
さいたま市 

桜区下大久保 136-1 

 TEL ０４８－８５４－３２２２ 

 FAX   〃  ８５４－３２６０ 

 埼玉県障害者交流センター 
さいたま市 

浦和区大原 3-10-1 

 TEL ０４８－８３４－２２２２ 

 FAX   〃  ８３４－３３３３ 

 埼玉聴覚障害者 

情報センター 

さいたま市浦和区北浦和 

5-6-5浦和合同庁舎別館 

 TEL ０４８－８１４－３３５３ 

 FAX   〃  ８１４－３３５４ 

 障害者１１０番 

 (権利擁護相談センター内) 

知的障がい者相談専用電話  TEL ０４８－８２２－１２０４ 

身体障がい者･精神障がい者 

相談専用電話 
 TEL ０４８－８２２－１２４０ 

 身体障害者 

運転能力開発 

    訓練センター(東園) 

新座市堀ノ内 2-1-46 
 TEL ０４８－４８１－２７１１ 

 FAX   〃  ４８１－６５７８ 

 ＮＨＫさいたま放送局 

経営管理企画センター 

さいたま市 

浦和区常盤 6-1-21 

 TEL ０４８－８３３－２０４５ 

 FAX   〃  ８３４－３５４２ 

 埼玉県 

視覚障害者福祉センター 

      埼玉点字図書館 

さいたま市 

大宮区大成町 1-465 

 TEL ０４８－６５２－４８２４ 

 FAX   〃  ６５２－９７９５ 

 埼玉県立熊谷点字図書館 熊谷市大字上之 2026-2 
 TEL ０４８－５２５－０７７７ 

 FAX   〃  ５２７－４０２３ 

 休暇村奥武蔵 飯能市大字吾野 72 
 TEL ０４２－９７８－２８８８ 

 FAX   〃  ９７８－２８８０ 

 



６０  

❐ 市内の障がい福祉施設等一覧 ❐ 
種類 機  関  名 住    所 電 話 番 号 

日
中
系
サ
ー
ビ
ス 

かみふくおか作業所 西原 2-5-1 
TEL ０４９－２６６－８７６３ 

FAX   〃  ２６６－２９１７ 

 おおい作業所 大井武蔵野 1558-1 
TEL ０４９－２６５－００７８ 

FAX   〃  ２６５－１２１３ 

大井デイケアセンター 
 大井中央 2-2-1 

大井総合福祉センター内 

TEL ０４９－２５６－３８９３ 

FAX   〃  ２６９－５２９０ 

 ライトハウス  西鶴ケ岡 2-10-1 
TEL ０４９－２６４－２２８３ 

FAX   〃  ２６４－２２８３ 

 ぽんて 
 松山 1-2-5 

カントー商事ビル 1F 

TEL ０４９－２９０－３９６６ 

FAX   〃  ２６４－８０７０ 

自立支援センター 

たんぽぽ 
大井武蔵野 1282-7 

TEL ０４９－２６９－７００５ 

FAX   〃  ２６９－７００６ 

協働舎レタス 
上福岡 4-6-11 

ｲｼﾃﾞﾝﾋﾞﾙ 1F 

 TEL・FAX 

０４９－２６４－５４９７ 

お菓子工房 藁藁 

（ＷＡＲＡ ＷＡＲＡ） 

大原 1-6-21  

ふじみ野ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ 1階 

TEL ０４９－２９３－４２５７ 

FAX ０４９－２９３－４２６７ 

ライフ・ワーク 上福岡 1-10-6 
TEL ０４９－２６５－７６４１ 

FAX ０４９－２６５－７６４２ 

マイライフ工房 西原 2-3-35 TEL ０４９－２９３－２５８０ 

リハスワークふじみ野 
福岡 2-1-6 

イオンタウン 2F 
TEL ０４９－２９３－６１９６ 

ぷらす（Ｂ型事業所） 

地域活動支援ｾﾝﾀｰ さくら 
桜ケ丘 1-38-34 

 TEL ０４９－２９３－６７２９ 

FAX ０４９－２９３－６７８０ 

TEL ０４９－２９３－６７３９ 

Ａ型 ふじみ野まーさん弁当 亀久保 1239-69 
TEL ０４９－２５６－９２６６ 

FAX ０４９－２５６－９２５６ 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

第２ひまわり（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 鶴ケ岡 1-12-17 TEL ０４９－２５６－７９９５ 

第３ひまわり（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 上福岡 5-1112-4 TEL ０４９－２５６－７９９５ 

いっぽ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 市沢 1-8-8  TEL ０４９－２９２－００５５ 

ふじみ野かがやき 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 
長宮 1-1-7 TEL ０４９－２５７－６４０１ 

ソーシャルインクルー 

ホームふじみ野長宮  
長宮 1-3-8 TEL ０４９－２９３－３５２８ 

ソーシャルインクルー 

ホームふじみ野旭  
旭 1-18-37 TEL ０４９－２９３－８３６０ 

グループホーム 

ビートル上福岡  
上福岡 1-8-7斎藤ﾋﾞﾙ 4F TEL ０４９－２９３－４６４７ 

カランドリエべルピア 西原 2-2-19 TEL ０９０－６５４９－２６７３ 

ウインドワン ふじみ野 3-10-38 TEL ０４９－２６５－６２１１ 

キートス・コティふじみ野 亀久保 2-6-13 TEL ０４９－２９３－１３７０ 

まごころﾎｰﾑ大井武蔵野 大井武蔵野 1317-1 TEL ０４９－２６５－４３２４ 

サンステイ 谷田 2-4-17 TEL ０４９－２５７－８４９０ 

サンステイ滝ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 滝 3-2-44 TEL ０４９－２５７－８４９０ 



６１  

種類 機  関  名 住    所 電 話 番 号 

居
住
系 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこもれび 鶴ケ岡 3-14-44 TEL ０５０－５５８３－５９８０ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこもれびⅡ 大井中央 4-10-12 TEL ０５０－５５８３－５９８０ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこもれびⅢ 鶴ケ岡 3-14-12 TEL ０５０－５５８３－５９８０ 

短
期 

入
所 

介護老人保健施設 

イムスケアふじみの 
鶴ケ岡 5-6-58 TEL ０４９－２５６－６２５０ 

児
童
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
児
童
発
達
支
援
・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
保
育
所
等
訪
問
支
援
） 

風の里学園 大井 1125-4 TEL ０４９－２６３－８８０３ 

 児童デイたんぽぽ上ノ原 上ノ原 1-5-6  TEL ０４９－２６５－４３１８ 

 児童デイサービス 

たんぽぽ 
駒林 808-1 

 TEL ０４９－２５７－６５５５ 

 FAX   〃  ２５７－９５６０ 

ふじみ野市立児童発育 

・発達支援センター 

福岡 1-2-5 

フクトピア内 2 階 

TEL ０４９－２５７－６６５６ 

FAX   〃  ２５７－６６５７ 

発達支援つむぎ 

ふじみ野ルーム 
亀久保 1256-6 2 階 

TEL ０４９－２５７－４１６４ 

FAX   〃  ２５７－４１６５ 

アプリ 

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ上福岡 

上福岡 1-8-13 

香取ビル 1 階 

TEL ０４９－２６５－７７００ 

FAX   〃  ２６５－７７０２ 

だいちの木 上福岡 1-14-50 
TEL ０４９－２３８－４３９４ 

FAX   〃  ２３８－４３９５ 

ＴＯＤＡＹ 

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鶴ヶ舞 
鶴ケ舞 2-3-13 

TEL ０４９－２６５－４４７２ 

FAX ０４９－２６５－４４７３ 

こぱんはうすさくら 

埼玉ふじみ野教室 

ふじみ野 4-13-2 

マイソン・ペドラ 2 階 
 TEL ０４９－２９３－７３７５ 

多機能型支援事業所 

きらきら 
うれし野 2-15-7 

TEL・FAX 

０４９－２９３－１９３４ 

風の子・太陽の子 花ノ木 1-1-2 
TEL ０４９－２６７－５５５０ 

FAX ０４９－２６７－１００１ 

ことばの学び舎エント 

エント上福岡事業所 

上福岡 1-14-45 

ＰＨビル 1 階 

TEL ０４９－２７８－２５００ 

FAX ０４９－２７８－２５１１ 

Ｒ＆Ｂ 大井中央 4-18-26 
TEL ０４９－２５７－４６００ 

FAX ０４９－２５７－４７００ 

わくわくスクール 

ふじみ野校 

大井中央 3-1-36 

アーバンサイド 1 号室 

TEL・FAX 

０４９－２６５－５５９５ 

児童発達支援・放課後等 

デイサービスみちる 

市沢 2-14-8  

サンライズ大井 1 階 

TEL ０４９－２６５－４４３９ 

FAX ０４９－２６５－４４９３ 

あいらんど らいふ 大井中央 4-18-27 TEL ０８０－５６７６－４３９６ 

FAX ０４９－２９３－８５７７ あいらんど ふじみ野 亀久保 1254-15 

あいらんど ぷれしゃす 大井中央 4-18-27 2 階 
TEL ０８０－５６７６－４３９６ 

FAX ０４９－２９３－３３１０ 

ハビーふじみ野教室 うれし野 2-1-20 
TEL ０４９－２５７－５８９０ 

FAX ０４９－２９３－８５７７ 

KID ACADEMY PURE 

ふじみ野校 

鶴ケ岡 2-3-19 

大健ﾋﾞﾙ 107 

TEL ０４９－２６５－７８８３ 

FAX ０４９－２６５－７８８４ 

 グレイス 
亀久保 1-1-16 

ウエストビル 102 号室 

TEL ０４９－２６５－５１０６ 

FAX ０４９－２６５－５１１６ 

グレイスシスター 
鶴ケ岡 2-16-9 

ｸﾚｲﾉｸﾚｲﾝﾋﾙｽﾞ１階  

TEL ０４９－２６５－７０２３ 

FAX ０４９－２６５－７０２４ 

多機能型事業所スピカ 
鶴ケ舞 1-1-18 

ﾏﾝｼｮﾝｵｵﾂｷ 1 階 

TEL ０４９－２５７－４４１１ 

FAX ０４９－２５７－４４１２ 



６２  

 

 

 

❐ 市内の障がい者団体等一覧 ❐ 
団体名 電話番号 

ふじみ野市身体障害者福祉会 TEL ０９０－３５９０－４７４５ 

ふじみ野市聴覚障害者会 FAX ０４９－２６３－２３９２ 

ふじみ野市視覚障害者の会「あいあい」 休止中 

ふじみ野市手をつなぐ育成会 TEL ０８０－５５４０－３３２５ 

Mamacare～ママケア TEL ０７０－３８８３－００９０ 

種類 機  関  名 住    所 電 話 番 号 

児
童
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

児童ﾃﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ 3rd 
亀久保 1-3-13 

三上ビル 2 階 

TEL ０４９－２９３－４２０１ 

FAX ０４９－２９３－４２０２ 

けらけら 福岡 3-2-16 2 階 
TEL ０４９－２３８－４１２６ 

FAX ０４９－２３８－４１２７ 

ウィズ・ユー上福岡 西 1-9-17-1 
TEL ０５０－３１８７－７０１７ 

FAX ０５０－６８７５－０５１２ 

まごころ Jrふじみ野 大井 2-2-2 
TEL ０４９－２６５－６４０１ 

FAX ０４９－２９３－２７６３ 

まごころ Jr大井武蔵野 大井武蔵野 1317-1 
TEL ０４９－２６５－４３２４ 

FAX ０４９－２６５－４３２５ 

Core Lab(コアラボ) 
駒林元町 4-1-20 

ｳｨｽﾞふじみ野 1階 
TEL ０９０－４１７７－９５０７ 

ハビー上福岡駅前教室 
上福岡 1-2-4 

上福岡翔ビル 1階 

TEL ０４９－２５６－９２３０ 

FAX ０４９－２５６－９２３１ 

ココノハーツふじみ野教室 
うれし野 2-3-23 

ﾌｫｰﾎﾟｲﾝﾄふじみ野 1階 
TEL ０４９－２３８－４３６６ 

FAX ０４９－２３８－４３８２ 



 

各種シンボルマーク 

名称 概要等 

【障害者のための 

国際シンボルマーク】 

 

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使

用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。 

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いい

たします。※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、

使用されるものではありません。 

【関係機関・団体】 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 

【身体障害者標識】 

 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表

示については、努力義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道

路交通法の規定により罰せられます。 

【関係機関・団体】 各警察署交通安全協会 

【聴覚障害者標識】 

 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示

については、義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道

路交通法の規定により罰せられます。 

【関係機関・団体】 各警察署交通安全協会 

【盲人のための国際シンボ

ルマーク】 

 

世界盲人会連合で 1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリア

フリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近

に見かけるマークです。このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、御理解、御

協力をお願いいたします。 

【関係機関・団体】 世界盲人連合 （日本の窓口：社会福祉法人 日本盲人福祉委員会） 

【耳マーク】 

 

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障害者は見た目には分からないため

に、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。このマークを提示された場

合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮・御協力をお願いいたします。 

【関係機関・団体】 社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

【ほじょ犬マーク】 

 

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のこ

とを言います。「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートや

スーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。補助犬

はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練

されているし、衛生面でもきちんと管理されています。お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連

れている方を見かけた場合は、御理解、御協力をお願いいたします。 

【関係機関・団体】 厚生労働省社会・援護局 

【オストメイトマーク】 

 

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）のための設備があることを表しています。オストメイト対

応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。このマークを見かけた場合には、そのトイレがオス

トメイトに配慮されたトイレであることについて、御理解、御協力をお願いいたします。 

【関係機関・団体】 公益財団法人 日本オストミー協会 

【ハート・プラス マーク】 

 

「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、

免疫機能）に障害がある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。 

内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用

駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。このマークを着用されている方を見か

けた場合には、内部障害への配慮について御理解、御協力をお願いいたします。 

【関係機関・団体】 特定非営利活動法人 ハート・プラスの会 

【障害者雇用支援マーク】 

 

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者の在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企

業、団体に対して付与する認証マークです。障害者の社会参加を理念に、障害者雇用を促進している企業や

障害者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。そういった企業がどこにあるの

か、障害者で就労を希望する方々に少しでもわかりやすくなれば、障害者の就労を取り巻く環境もより整備さ

れるのではないかと考えます。障害者雇用支援マークが企業側と障害者の橋渡しになればと考えておりま

す。御協力のほど、宜しくお願いします。 

【関係機関・団体】 公益財団法人 ソーシャルサービス協会 ITセンター 



 

名称 概要等 

【白杖 SOSシグナル 

 普及啓発シンボルマーク】 

 

 

白杖を頭上 50cm 程度に掲げて SOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声

をかけて支援しようという「白杖 SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。白杖による SOSのシ

グナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートの御協力をお願いいたします。 

※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖により SOSのシグナル

を示していなくても、声かけ等お願いいたします。 

【関係機関・団体】 岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課 

【ヘルプマーク】 

 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、又は妊娠初期の方など、外見から分からなくても

援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークで

す（JIS規格）。ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているよう

であれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。 

【関係機関・団体】 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

障がい者についての理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化 

 

その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、 

 

上記の１週間を障害者週間としています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
障がい者の福祉のガイドブック 

 
 

発  行 ふじみ野市 
 

編  集 福祉部 障がい福祉課 

 

ＴＥＬ ２６２－９０３２ 

ＦＡＸ ２６３－７１１９ 

 
《令和７年９月発行》  

 
 
 
 

 

 

障 害 者 週 間  １ ２ 月 ３ 日 ～ ９ 日 


